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第１章 計画策定にあたって 
 

第１節 計画策定の趣旨 
 

本町では、平成２２年度に平成２３年度から平成３２年度を計画期間とした

基本構想、基本計画からなる「第６次大石田町総合振興計画」を策定しました。

その計画において、まちづくりの永遠のテーマである「水と緑と文化のまち」

の実現を目指し、「安全・安心」、「快適・豊かさ」、「活力・協働」を基本理念

に掲げ、町民生活の全分野にわたる広範な施策を推進し、堅実に町政の発展を

図ってきました。 

しかしながら、少子高齢化の急速な進行、産業を取り巻く環境の変化、安全・

安心への意識の高まり、情報化の一層の進展、環境保全意識の浸透など、町を

取り巻く社会情勢、経済情勢は大きく変換し、町を構成するあらゆる分野に大

きな影響をもたらしています。 

また、地方分権の更なる進展と国財政の窮迫に伴い、町の行財政もその運営

に一層の厳しさが増すなど、大きな転換期を迎えており、引き続き行財政改革

を進め、より良いまちづくりに向けた積極的な取り組みが求められています。 

こうした内外の動向に対して的確に対応するとともに、誇りを持って次の世

代に繋いでいくため、自立した大石田町を町民と行政が協働して取り組むこと

により、今後のまちづくりの方向性とその実現のための方策を明らかにするこ

とを目的に、すべての町民にわかりやすいまちづくりの指針として、ここに「第

７次大石田町総合振興計画」を策定します。 

 

地方分権改革の取組みの中で、国から地方への「義務付け・枠付けの見直し」

の一環として、地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）

が平成２３年８月１日に施行され、基本構想の策定を義務付けていた規定が廃

止されました。 

この度の総合振興計画の見直しは、町の行政運営の目標や方向性を定める行

政計画として策定することといたします。そのため、行政のみならず、町民を

はじめとする地域のすべての主体が目標を共有し、その実現に向けて取り組む

事項を定める公共計画については、今後、町民の皆様の意見を反映し策定して

いきます。 

また、まち・ひと・しごと創生法に基づき、地域の持続的な発展に向けた総

合的な施策展開を位置づける「総合戦略」を、平成２７年度に策定しており、

令和２年度に見直すこととしているため、総合振興計画との整合性を図る必要

があることから、数値目標については、総合戦略で定めることとしました。 
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第２節 計画の性格と役割 
 

「総合振興計画」は、大石田町の最上位計画です。この第７次大石田町総合

振興計画は、今後のまちづくりの方向性を示すものであり、次のような役割を

持ちます。 

 

◆１ 自立した地域経営を進めるための行財政運営の指針 

本計画は、地方分権時代に相応しい町行政の経営の確立に向けて、様々な

施策や事業を総合的かつ計画的に推進するための行財政運営の総合指針と

なるものです。 

 

◆２ 大石田町のまちづくりの主張 

本計画は、国や山形県、周辺市町などの広域的な行政に対して、計画実現

に向けて必要な施策や事業を調整・反映させ連携の基礎としていくとともに、

本町のこれからのまちづくりの主張となるものです。 

 

◆３ 参画・協働のまちづくりを進めるための共通目標 

本計画は、今後のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、

町民一人ひとりが主体的に参画・協働するまちづくりの共通目標となるもの

です。 
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第３節 計画の構成と期間 
 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。 

 

 

 

年度 

区分 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

基本構想           

基本計画           

実施計画   
 

 
 

     

•本町の特性や時代の潮流、主要課題などを総
合的に勘案し、本町が目指すべき将来像やそ
れを実現するための基本目標及び施策の方針
を示すものです。

•計画期間は、令和3年度から令和１２年度ま
での１０年間とします。

基本構想
（令和3年度～令和１２年度）

•基本構想に基づき、今後推進すべき主要施策を各
分野にわたって体系的に示すものです。

•また、分野ごとに今後１０年間で目指すべき目標
指標を定め、進捗状況や到達点を点検・評価する
システムの確立を目指します。

•計画期間は、基本構想と同じく令和3年度から令
和１２年度までの１０年間とします。

基本計画
（令和3年度～令和１２年度）

•基本計画に示した主要施策に基づき、具体的
に実施する事業を定めたものであり、事業の
優先順位や具体的な事業内容、財源などを示
すものです。

•計画期間は５年間とし、毎年度見直しを行う
ローリング方式とします。

実施計画
（5か年計画）

10 年 

10 年 

 
 

 
 

 
５年 
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第２章 大石田町の姿 
 

第１節 大石田町の位置と地勢 
 

本町は、山形県のほぼ中央（東経 140 度 22 分、北緯 38 度 35 分）に位置

し、東部を尾花沢市、南部を村山市、西部を舟形町に隣接しています。町の中

央部には日本三大急流の一つに数えられる最上川が南から北に貫流し、北部に

は丹生川が東から西に流れ最上川に合流しています。また、町西部は、四季折々

にそれぞれの美しい表情を見せる葉山を有するなど、豊かな自然環境に恵まれ

ています。 

数値的には、東西幅が 13.25km、南北長が 10.50km、総面積は 79.54km2

で、そのうち 41.71km2を林野が占めています。 

 

【大石田町の位置】 

 

  



 6 

第２節 大石田町の特性 
 

新しいまちづくりの方向性を定めるためには、まず、町の個性や特性を捉え

直し、活かすべき地域資源として整理することが必要です。 

新たなまちづくりに活かすべき本町の代表的な特性は、次のとおりとなって

います。 

 

◆１ 豊かな自然につつまれたまち 

本町は、西吾妻山に源流を発し、日本海へ注ぐ母なる川・最上川をはじめ、

丹生川、野尻川など大小の河川が流れ、うるおい溢れる水辺空間に恵まれて

いるほか、市街地の外縁は山々の緑につつまれています。また、川前地区を

含む周辺地域には、貴重なギフチョウとヒメギフチョウの混生地が存在する

など、豊かな自然を誇ります。 

これらの自然は、本町特有の財産であり、貴重な地域資源でもあることか

ら、自然の保護・保全に十分配慮しながら、あらゆる分野で自然と共生した

まちづくりを進めていく必要があります。 

 

◆２ 農業を基幹産業として発展してきたまち 

本町は、豊かな自然に培われた農業を中心に発展してきた町であり、特別

栽培米をはじめ、スイカや玄そばの生産、さらに、農産加工などによる特産

品づくりや地場産品の創出などにも取り組んできました。近年は、特にそば

の里づくりに力を入れており、環境省のかおり風景 100 選に「大石田町そ

ばの里」が選ばれたほか、もてなしの文化が息づく「新そばまつり」、風味

豊かな手打ちそばが味わえる「そば街道」は、県内外からの多くの人々で賑

わっています。 

今後は、こうした特色を活かしながら、地域産業の活性化を支援し、活力

と賑わいのあるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

◆３ 広域交通環境が整ったまち 

本町の広域交通網は、町の東部に南北に縦貫するＪＲ山形新幹線、新幹線

と軌道を共有するＪＲ奥羽本線、ＪＲとほぼ平行に走る国道１３号、町東部

から南部に抜ける国道３４７号が走っています。 

ＪＲ山形新幹線は、大石田駅が停車駅となっており、ほかにＪＲ奥羽本線

の駅として大石田駅と北大石田駅があります。 

道路環境は、東北中央自動車道尾花沢ＩＣが町東部に隣接する尾花沢市に、

大石田村山ＩＣが町南東部に隣接する村山市に位置し、他地域との交流と活
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性化に大きく寄与しています。さらに、国道１３号、国道３４７号をはじめ、

主要地方道大石田畑線、主要地方道新庄次年子村山線によって周辺市町村と

結ばれており、これらの幹線道路に一般県道や町道が接続して広域交通網を

なしています。 

今後のまちづくりにあたっては、長期的かつ広域的な展望に立ち、こうし

た広域交通網を活かしながら、交流、物流の拠点としての発展を視野に入れ

たまちづくりを進めていく必要があります。 

 

◆４ 歴史と文化が息づくまち 

本町は、江戸時代に最上川舟運の中継地として栄え、鉄道開通までの間、

大変な賑わいをみせていました。当時、廻船問屋が軒をつらねたことにより、

舟運に携わる職人技術も目を見張る発達を遂げ、現在でも舟大工職人の小鵜

飼舟建造に関する技術や、左官職人のこて絵などの技術は、形を変えながら

も貴重な伝統の技として受け継がれてきています。 

また、松尾芭蕉が訪れ、土地の俳人たちと句会を催し、最上川の美しさを

詠んだ歌仙を残すとともに、その後も齋藤茂吉が滞在し、大石田の美しい四

季の移ろいや人々との触れ合いを詠んだ名歌集を残すなど、多くの文人墨客

が町を訪れ、その足跡を標しており、豊かな歴史・文化の面影を残していま

す。 

このように本町は、特色ある歴史・伝統文化を有する町であり、今後とも、

これら本町ならではの貴重な歴史・文化資源の保護・活用に努めるとともに、

“大石田らしさ”を醸成する重要な要素として、まちづくりの様々な分野で

一層活用していく必要があります。 

 

◆５ 町民活力のあふれるまち 

本町は、大石田まつりや維新祭、新そばまつり、大石田ひなまつりなどの

各種イベントをはじめ、様々な町民活動が展開されています。 

さらに、都市化の進展や価値観の多様化に伴い、全国的に郷土愛や地域連

帯感が薄れていく傾向にある中で、豊かな自然環境や貴重な伝統文化に育ま

れ、古くから受け継がれてきた「もてなしの心」や人と人との繋がりの強さ、

コミュニティ活動等の地域連帯感の強さは、次世代に引き継ぐべき本町の優

れた特性の一つです。 

今後とも、これら町民性や地域性を大切に守り育てながら、多様な町民活

動を一層促進し、まちづくりに活かしていく必要があります。 
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第３節 人口と世帯 
 

平成２7 年の国勢調査結果によると、本町の総人口は 7,357 人となってい

ます。 

昭和 30 年、町村合併（旧大石田町、旧亀井田村、旧横山村による合併）以

降の国勢調査結果では、同年の 15,126 人から毎回減少傾向が続いており、

平成２年から平成７年が 343 人の減少、平成７年から平成 12 年が 549 人の

減少、平成 12 年から平成 17 年が 576 人の減少、平成 17 年から平成 22 年

が 664 人の減少、平成 22 年から平成 27 年が 803 人の減少となっていま

す。 

年齢階層別人口の推移をみると、年少人口（14 歳以下）は、平成 12 年の

1,306 人（13.9％）から平成 17 年には 1,126 人（12.8％）へ、平成 27 年

には 814 人（11.1%）と人数、構成比率ともに減少してきています。また、

生産年齢人口（15～64 歳）についても、平成 12 年の 5,598 人（59.6％）

から平成 17 年の 5,178 人（58.7％）へ、平成 27 年には 3,985 人（54.2％）

と、年少人口と同様に人数、構成比率ともに減少しています。 

一方、老年人口（65 歳以上）は平成 12 年の 2,496 人（26.6％）から平成

17 年の 2,520 人（28.6％）へ、平成 27 年には 2,557 人（34.8%）と人数、

構成比率ともに増加しています。 

平成 27 年の高齢化率は 34.8％と、全国平均（26.7％）、山形県平均（30.8％）

を上回り、また、年少人口比率は 12.8％と、全国平均（12.6％）、山形県平

均（12.1％）をともに上回ってはいるものの、少子高齢化は本町においても

着実に進んでいます。 

また、本町の世帯数は、平成２年以降減少を続けており、平成 27 年には

2,143 世帯となっており、核家族化や世帯の多様化の進行により、一世帯当

たりの人数も 3.43 人と減少しています。 
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【総人口・年齢階層別人口・世帯数・一世帯当たりの人数（国勢調査）】 

（単位：人、世帯、人／世帯、％） 

年 

項目 
平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

増減率 

H12/H17 H17/H22 H22/H27 

総人口 9,400 8,824 8,160 7,357 △ 6.13 △ 7.52 △ 9.84 

 年少人口 1,306 1,126 956 814 
△ 13.78 △ 15.10 △ 14.85 

 （14 歳以下） (13.9) (12.8) (11.7) (11.1) 

 生産年齢人口 5,598 5,178 4,691 3,985 
△ 7.50 △ 9.41 △ 15.05 

 （15～64 歳） (59.6) (58.7) (57.4) (54.2) 

 老年人口 2,496 2,520 2,513 2,557 
0.96 △ 0.28 1.75 

 （65 歳以上） (26.6) (28.6) (30.8) (34.8) 

世帯数 2,345 2,287 2,227 2,143 △ 2.47 △ 2.62 △ 3.77 

一世帯当人数 4.01 3.86 3.66 3.43 － － － 

※平成 27年国勢調査において、年齢不詳の方が 1名いるため、「総人口」と内訳の合計が一致

しません。 

 

 

【総人口・年齢階層別人口（国勢調査）】 

（単位：人） 
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第４節 就業構造 
 

平成 27 年の国勢調査結果によると、本町の就業者総数は 3,862 人となっ

ており、人口の動向に比例して減少傾向にあります。 

産業別では、第１次産業及び第２次産業の就業割合が減少し、第３次産業の

占める割合が増加しています。 

 

【産業別就業者数・就業率（国勢調査）】 

（単位：人、％） 

年 

 

項目 

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

増減率 

H12/H17 H17/H22 H22/H27 

就業者総数 5,008 4,632 4,073 3,862 △7.51 △12.07 △5.18 

 
第１次産業 

965 838 660 563 
△13.16 △21.24 △14.70 

 (19.3) (18.1) (16.2) (14.6) 

 
第２次産業 

2,061 1,774 1,482 1,402 
△13.93 △16.46 △5.40 

 (41.2) (38.3) (36.4) (36.3) 

 
第３次産業 

1,982 2,020 1,931 1,897 
1.92 △4.41 △1.76 

 (39.6) (43.6) (47.4) (49.1) 

就業率 53.3 52.5 49.9 52.5 － － － 

 

【産業別就業者数・就業率（国勢調査）】 

（単位：人） 
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第５節 時代の潮流 
 

本町の将来像を描き、その将来像の実現を目指すにあたっては、現状を把握

することに加え、社会・経済情勢の変化、すなわち時代の潮流をしっかりと捉

え、先を見据えたまちづくりを進める必要があります。 

 

◆1 少子高齢化の進行と人口減少 

平成の時代、日本の人口は「転換点」を迎えました。右肩上がりだった国

の総人口は、平成 22 年国勢調査の 1 億 2800 万人をピークに減少に転じ

ています。次の時代には、より減少が加速することが予想されます。 

少子化の進行は、将来の生産年齢人口の減少に繋がり、それを理由とした

社会活動の停滞を招き、さらには町の活力低下に繋がることが懸念されてい

ます。 

また、高齢化が進むことにより、介護・医療・福祉などに必要な経費が増

大し、行政サービスの中に占める割合が大きくなることが予想されます。 

このため、地域全体での子育て支援体制の確立や、歳を重ねても元気で安

心して生活できる環境づくり、ハンディキャップを持つ人にも優しいまちづ

くりなど、すべての町民が安心して暮らせるまちづくりの視点が重要になっ

ています。 

 

◆2 環境との共生の時代の到来 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活や経済活動に伴い、地球温暖化や、

マイクロプラスチックなどによる海洋汚染など、全地球規模での環境問題が

深刻化しています。日本国内においても状況は変わらず、地球温暖化を原因

とした異常気象が度々発生するなど、環境保全に対する意識は急速に高まっ

てきています。 

したがって、身近な自然環境から全地球規模の環境に至るまで、人と環境

との共生の重要性を、全人類が認識することが必要となっています。 

 

◆3 地域産業の再構築の必要性 

地域の産業においては、多くの業種で構造の再構築が必要な状況にありま

す。 

農林業は、TPP の発効などにより輸入農林産物との競争がさらに激化す

る中、安全で確かな農産物の生産や地域の特徴を活かした個性ある産品の普

及・開発を進めていくことが重要です。工業は、これまで地域で培ってきた

技術力を活かし、独創性を発揮したものづくりとしての産業振興に努めてい
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くことが必要となっています。商業は、町民が真に求めているものを提供で

きる商業機能としての存在が求められています。 

また、こうした地域産業の再構築を促すことにより、新たに雇用の場の創

出と確保を図ることが急務となっています。 

 

◆4 技術革新の進展 

現在の世界では、AI や IoT などの、情報技術をはじめとした技術革新が

飛躍的な速さで進展しています。このような技術から作り出された仮想空間

と現実社会を高度に融合させることにより、新たな価値やサービスを次々に

創り出す「Society5.0」の実現に向けた取組みも加速しています。 

また、５G と呼ばれる第 5 世代移動通信システムなどの情報インフラの

整備は、地域の文化や情報の発信、生産者と消費者の交流、テレワークの普

及などによる就業機会の拡大、ハンディキャップを持つ人の社会参加、高度

医療の受診機会の拡充や在宅医療の充実など、様々な社会生活において時間

と距離の壁を取り除き、あらゆる分野に効果をもたらす可能性を拡大させて

います。 

これらの技術革新を、生産性向上や生産プロセスの変革、新ビジネス創出

に結び付けていく必要があります。そのためにも、情報通信基盤のより一層

の整備を進め、高度情報通信ネットワークの構築に取り組んでいくことが必

要となっています。 

 

◆5 グローバル化の進展 

経済のグローバル化は、人・物・情報の流れを速め、国境を越えた地域間

競争を促進しています。また、世界規模の金融危機が引き金となり、世界経

済や雇用状況の悪化へ与える影響が、瞬く間に地方経済をも巻き込むような

構造になってきています。 

このような情報化や交通網の発達等により、地球規模での交流が活発化し

ていることから、インバウンドによる人の流れや、海外出身者の就労などを

視野に入れた国際交流の推進も一層重要になってきています。 

 

◆6 価値観の変化と多様化 

「働き方改革」が提唱され、労働時間の短縮とそのための生産性向上が求

められています。また、高齢者や女性などの潜在的労働力の活用、兼業・副

業などの多様な働き方や働き手を前提とした就労環境へ変わってきていま

す。 

このような中、人々の価値観も「物の豊かさ」よりも「心の豊かさやゆと
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り」を重視する傾向へ、消費行動も「モノ」の消費から「コト」の消費へと、

一人ひとりの価値観や生活様式は多様化してきています。 

 

◆7 協働のまちづくりの時代の到来 

自分たちの地域は自分たちでつくるという気運が高まりつつあり、町民自

らの手による特色ある町内会などのコミュニティ活動や地域づくり活動が

全国的に活発になってきています。このような活動とともに、住民と行政と

の協働によるまちづくりも重要になってきており、ボランティアやＮＰＯ

（特定非営利活動法人）の活動に代表されるような事例が、各地で成果をあ

げています。 

このような住民主体、住民と行政との協働のまちづくりは、地方分権時代

の自立するまちづくりの原動力となるものであり、より一層の住民力の結集

が求められます。 
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第６節 大石田町の主要課題 
 

本町の特性や時代の潮流等から、今後の本町のまちづくりの課題をまとめる

と、次のようになります。 

 

◆１ 健康づくり・福祉体制の強化と子育て環境の充実 

少子高齢化・人口減少が進行する中、本町においても、総人口の約 4 割が

65 歳以上の高齢者となっています。 

このため、人と人との繋がりや地域連帯感の強い地域性などを活かし、健

康づくり体制の一層の充実、地域における町民参画の福祉体制づくりをはじ

め、安心して子どもを産み育てられる子育て環境づくり、高齢者・障がい者

の介護、自立支援環境づくりを進め、すべての町民が住み慣れた地域で共に

支え合いながら、健やかに生活することができる優しいまちづくりを進めて

いく必要があります。 

 

◆２ 農業を柱とした地域産業の育成と各産業間の連携 

本町は、米をはじめ、スイカやそばなどの生産を主体に農業の町として発

展してきました。また、これら食資源や自然・歴史・文化資源を活かした観

光機能の充実にも努めてきました。 

しかし、地域産業を巡る経営環境が一層厳しさを増す中、農業従事者の減

少や高齢化、後継者不足といった問題が深刻化してきているほか、既存商店

街の衰退傾向、町内での就労の場の不足等の問題を抱えています。 

このため、基幹産業である農業を柱に、林業・商業・工業・観光業に至る

まで、環境変化に的確に対応した支援施策を推進するとともに、各産業間の

有機的な連携や後継者の育成・確保対策に努め、本町ならではの特色ある産

業構造を確立していく必要があります。 

 

◆３ 計画的な土地利用と新たな定住を促す住宅・市街地・道路・

交通網の整備 
人口の減少やこれに伴う市街地や商店街の空洞化をはじめ、町全体の活力

低下が懸念される中で、今後、本町が持続的に発展可能なまちづくりを進め

ていくためには、新たな定住と交流を促す地域基盤の整備が必要です。 

このため、東北中央自動車道の全線開通など、広域的な地域構造の変化も

視野に入れ、計画的かつ調和のとれた土地利用により、人々が集う魅力ある

住宅・市街地の整備、便利で安全な道路・地域公共交通・情報通信ネットワ

ークの整備など、定住人口・交流人口の増加を目指した活気あふれる町の基

盤づくりを進めていく必要があります。 
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◆４ 豊かな自然環境の保全と快適な居住環境の形成 

町民は、自然や環境との調和を図ったまちづくりや快適な居住環境の整備

を強く望んでいるとともに、生活の質的価値を重視する傾向が強まる中で、

美しさや快適さ、自然とのふれあいを求めるニーズもますます増大してきて

います。 

このため、最上川をはじめとする清らかな河川や山々に囲まれた水と緑豊

かな自然環境を最大限に活かしながら、内外に誇れる環境・景観を重視した

特色あるまちづくりを進めるとともに、廃棄物処理対策の充実や上水道・下

水道の整備、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進し、自然と共生し、

快適性が実感できる居住環境づくりを進めていく必要があります。 

 

◆５ 学校教育環境の充実と魅力ある生涯学習社会の形成 

社会・経済情勢が大きく変化する中で、本町がさらに発展していくために

は、我が町大石田町を愛し、町民一人ひとりが生涯にわたって心豊かに充実

した生活を営むことができる生涯学習環境の整備が必要です。 

このため、学校・家庭・地域が一体となった子どもの成長を支え合う活動、

未来を切り開き生き抜いていく力を身に付けられる学校教育環境の整備充

実を図るとともに、地域の歴史・文化の継承や町民交流センター「虹のプラ

ザ」・公民館などの施設を活用した魅力ある生涯学習活動の推進、安らぎと

喜びを与える文化芸術及び元気と感動を与えるスポーツの活性化を図って

いく必要があります。 

 

◆６ 行財政改革の推進と町民活動の育成・支援 

今後、財政状況がさらに厳しさを増すことが見込まれる中で、多様化する

町民ニーズに対応し、地方分権時代に即した自立可能な自治体を創造・経営

していくためには、町民の参画・協働を基本に、町全体の自立力を強化して

いくことが必要です。 

このため、行財政改革を今後とも積極的に推進するとともに、活発な町民

活動・ボランティア活動・ＮＰＯ活動等を育成・支援しながら、町民と行政

とが力を合わせた協働のまちづくり、それぞれの地域を尊重したまちづくり

に積極的に取り組んでいく必要があります。 
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第２部 基本構想 
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第１章 大石田町の将来像 
 

第１節 まちづくりの基本理念 
 

本町は、まちづくりの永遠のテーマである「水と緑と文化のまち」の実現を

目指して、町民生活全般にわたる広範な施策を推進しています。 

そして、本計画では、これを踏まえ、また、総論に基づき、今後１０年間の

本町の新しいまちづくりにあたって、すべての分野にわたり基本とする理念を

次のとおり定め、さらなる町政の発展を目指します。 

 

 

 

 

 
 

 
  

【快適・豊かさ】 

◆水と緑の豊かな自然を育み、人と自然が共生する快適環境のまちづくり

を進めます。 

◆魅力ある教育・文化・スポーツを通じて、次代を担う子どもたちを育み、

心の豊かさが実感できるまちづくりを進めます。 

【活力・協働】 

◆みんなの知恵と工夫を結集し、若者にも魅力ある活力に満ちた産業のま

ちづくりを進めます。 

◆まちづくりの主役である町民の自主的な参画を促し、町民と行政との連

携・協力による協働のまちづくりを進めます。 

【安全・安心】 

◆子どもからお年寄りまで、共に支え合いながら、健康で安心して暮らせる

まちづくりを進めます。 

◆町民一人ひとりの生活を重視し、安全で住む喜びが実感できるまちづく

りを進めます。 
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第２節 目指す将来像 
 

本町は、水と緑の豊かな自然環境をはじめ、農業の町としての歩み、整った

広域交通環境、特色ある歴史・文化など、様々な特性を持っています。これら

の特性を次代へ継承し、最大限に活かしながら、本町ならではの特色あるまち

づくりを進めていくことが重要です。 

また、少子高齢化の進行をはじめ、環境保全の重要性の高まりや高度情報化・

グローバル化の進展、人々の価値観・生活様式の多様化、地方分権の一層の進

展など、本町を取り巻く時代の潮流は大きく変化していることから、これらを

十分に踏まえたまちづくりを進めていくことが必要です。 

これらから導き出される主要課題の解決に向け、「安全・安心」、「快適・豊

かさ」、「活力・協働」の基本理念に基づき、本町が目指す将来像を次のように

定め、これまでのまちづくりの取り組みを引き継ぎながら、水と緑の豊かな自

然と共生するまちづくり、子どもから高齢者まで町民一人ひとりの生命や個性

が重視され、健康で安全・安心に暮らせるまちづくり、快適さや豊かさが実感

でき、住んでいてあたたかさを感じることができるまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

美しい自然と共生し、安心して暮らせる 

あたたかいまち 
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第３節 人口・就業構造の推計 
 

まち・ひと・しごと創生総合戦略による人口推計によれば、本町の人口は今

後も減少傾向で推移しながら、令和 1２年には 6,227 人になると予想されて

います。 

また、年齢階層別人口をみると、出生率の低下と平均寿命の伸長により、今

後、老年人口（65 歳以上）の増加が一層顕著となり、令和 12 年には 2,562

人と、構成比でも 41.1％を占め、高齢化がさらに進むことが想定されます。

年少人口（14 歳以下）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）については、令和 12

年にそれぞれ 678 人（10.9％）、2,987 人（48.0％）になるものと想定され、

年少人口、生産年齢人口の減少が進みます。 

世帯数については、今後さらに核家族化や世帯の多様化が進展することが見

込まれます。 

就業構造は、就業割合で比較すれば、第１次産業、第２次産業が減少、第３

次産業は増加傾向で推移するものと予想されます。 

なお、本構想では魅力ある定住・交流基盤の整備や快適で安全な居住環境の

整備、福祉・教育・文化環境の充実、活力ある産業の振興などにより、人口減

少に歯止めをかけ、定住・交流人口の拡大に最大限努めます。 
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第４節 土地利用の基本方針 
 

土地は、将来にわたって限られた資源であるとともに、町民の生活や産業経

済活動などのあらゆる活動の共通の基盤となるものであり、その利用のあり方

は、町の発展や町民生活の向上と深い関わりを持ちます。 

目指す将来像の実現に向けて、合理的・計画的なまちづくりが進められるよ

う、本町の土地利用の基本方針を次のように定めます。 

 

 

【土地利用区分別の基本方向】 

 

① 農用地 

農用地については、農産物の生産の場であるのみならず、生活に潤い

を与える生産緑地として、自然環境を保持する機能を有しています。 

本町の農業は、将来とも基幹産業であるため、優良農用地の積極的な

確保を図るとともに、遊休農地及び耕作放棄地については、自然環境に

配慮しながら計画的な活用を促進します。 

 

② 森林 

森林については、木材、林産物生産の経済的機能を有するのみでなく、

町土の保全、水源かん養、保健休養、自然環境の保全等の公益的機能を

通じて町民生活に大きく寄与しています。 

木材生産機能をはじめ、森林の持つ多様な機能を総合的に発揮させる

ため、計画的な森林施業を促進し、健全な森林資源の維持造成を推進し

ます。なお、大規模開発事業等の計画については、良好な生活環境と自

然環境の保全に留意して的確に対応します。 

 

③ 水面・河川・水路 

水面については、小規模ながら多くのため池があります。これらのた

め池は、農業用水としての利用にとどまらず、町民生活に潤いを与える

親水機能や雨水調整機能を有し、防災上も重要な役割を果たしているた

め、適正な管理を図り保全します。 

河川については、町民生活に有形・無形の恩恵を与えていますが、河

川の氾濫によって、町民生活の安全を脅かす存在となります。 

本町には、中央を流れる最上川とその支流として多くの河川がありま

す。災害から町民の生命と財産を守るために、河川改修等の必要な施策

とその用地の確保を図るとともに、自然景観を保全しつつ、広大な河川

敷の親水空間等への有効利用を促進します。 

水路については、農業用排水、流雪溝、雨水排水等の周辺環境に即し
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た整備を推進します。 

 

④ 道路 

道路については、町の産業、経済、文化の発展と地域住民の生活を支

える上で、特に重要な役割を担っています。したがって、一般道路と農

林道が総合的・効率的にそれぞれの機能を果たすよう計画的に整備しま

す。 

一般道のうち、高速道路をはじめとする幹線道路への連絡道路は、経

済活動を活発化させる上で最も重要であり、総合的な道路体系を確立す

る必要があります。 

生活道路については、豪雪地帯という本町の特性を踏まえ、雪道でも

緊急車両が通れるよう整備に努め、町民生活の安全を確保します。 

農林道については、農林業の生産性の向上及び農林地の良好な管理を

図るため重要なものであることから、自然環境に配慮しながら農林地の

利用形態に即した整備を推進し、その用地の確保に努めます。 

 

⑤ 宅地 

宅地のうち住宅地については、町民の定住化を図り、過疎化に歯止め

をかけるため都市的機能の整備を図りながら、良好な居住面積水準を目

標として必要な施策を進めます。 

 

⑥ その他 

その他については、行政、教育文化、社会福祉、公園等、公共施設用

地の行政需要に対処しつつ、本町の発展と町民生活の中での利便性に配

慮するとともに、環境保全に努めながら、必要な用地の確保に努めます。 
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第５節 将来像実現のための基本目標 
 

将来像の実現に向けて、まちづくりの基本目標（６つの施策の柱）を次のと

おり設定します。 

 

◆1 健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり 

基本施策 ■保健・医療の充実 

 ■地域福祉の充実 

 ■高齢者福祉の充実 

 ■障がい者福祉の充実 

 ■子育て支援の充実 

 ■医療保険・年金等の充実 

 

◆2 活力ある産業のまちづくり 

基本施策 ■農林業の振興 

 ■商業の振興 

 ■工業の振興 

 ■観光産業の振興 

 ■雇用・勤労者対策の充実 

 

◆３ 安全で住みよいまちづくり 

基本施策 ■道路・交通網の整備 

 ■住宅・市街地の整備 

 ■克雪対策の推進 

 ■交通安全・防犯体制の充実 

 ■防災体制の充実 

 ■情報通信環境の整備 

 ■消費者行政の充実 

 

◆４ 快適で安らぎのあるまちづくり 

基本施策 ■環境保全活動の推進 

 ■廃棄物処理対策の充実 

 ■上水道・下水道の整備 

 ■公園・緑地等の整備 

 ■景観の保全・整備 
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◆５ 豊かな心を育む教育・文化のまちづくり 

基本施策 ■地域とともにある学校づくりの推進 

 ■学校教育の充実 

 ■生涯学習体制の充実 

 ■文化芸術・スポーツの振興 

 ■青少年の健全育成の推進 

 ■国内外との交流活動の推進 

 

◆６ みんなが主役の協働のまちづくり 

基本施策 ■町民参加のまちづくりの推進 

 ■コミュニティ活動の充実 

 ■男女共同参画・人権尊重社会の形成 

 ■時代に即した自治体経営の推進 
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基本目標１ 

健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり 

 

町民一人ひとりの健康の保持・増進に向けた健康づくり・地域医療体制の充

実に努めるとともに、支え合いの精神に基づく地域福祉体制づくり、高齢者や

障がい者がいきいきと暮らせる福祉・介護環境の充実、少子化の急速な進行に

対応した子育て支援の充実、さらには、医療保険・年金等の充実に努め、健康

で安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めます。 

 

（１） 保健・医療の充実 

町民の「自分の健康は自分で守る」という健康管理意識を高め、地域

における健康づくりや生きがいづくり活動などを支援するとともに、各

種健診や健康相談体制などの充実に努めます。 

また、広域的連携による北村山公立病院の充実や町内外の医療機関と

の連携強化により、町民の医療ニーズに対応した地域医療体制の充実に

努めます。 

 

（２） 地域福祉の充実 

町民の誰もが、住み慣れた地域で共に支え合いながら、生きがいに満

ちた生活が送れるよう、社会福祉協議会との連携により、町民自らによ

る健康づくりや地域福祉活動の育成・支援を進めます。 

 

（３） 高齢者福祉の充実 

高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生活できるよう、健康づく

りや多様化する福祉ニーズに対応したサービスを提供するとともに、高

齢者の社会活動への参加、就業機会の拡大を進めます。 

また、介護・支援が必要な高齢者が適切なサービスを受けられるよう、

介護保険事業の適正な運営、給付内容の充実に努めるとともに、介護保

険についての啓発活動等を積極的に推進します。 

 

（４） 障がい者福祉の充実 

共に生きる社会づくりを目標に、障がい者に対する町民の正しい理解

と認識を深めるとともに、障がい者の自立と社会参加を促進するため、

相談・就労体制を充実し、地域で安心して働き、生きがいを持って活動

していくための環境づくりを進めます。 

 

（５） 子育て支援の充実 

すべての子育て家庭が子育てに伴う喜びを実感でき、次世代を担う子

どもが健やかに産まれ、元気に成長できるよう、多様化する保育ニーズ

に対応した保育サービスの充実をはじめ、子育てに関する情報提供や相

談・学習・交流の場の充実、放課後の児童の健全育成対策の推進など、
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子育て家庭を支援する体制の整備に努めます。 

 

（６） 医療保険・年金等の充実 

すべての町民が健康で文化的な暮らしを営み、安心して生活を送るこ

とができるよう、国民健康保険・国民年金等の制度の周知徹底と相談体

制の充実に努めるとともに、適切な運用を図ります。 
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基本目標２ 

活力ある産業のまちづくり 

 

農業生産基盤の充実や担い手の育成をはじめとする多様な振興施策を一体

的に推進し、基幹産業である農業の一層の振興に努めるととともに、商工会と

の連携による地域に密着した魅力ある商業活動の促進、既存企業への支援や企

業誘致等による工業の振興、祭りやイベント、農業資源等を活かした観光・交

流機能の拡充に努め、活力ある産業のまちづくりを進めます。 

 

（１） 農林業の振興 

農業生産基盤の充実をはじめ、農地の集約化、認定農業者の育成や後

継者・新規就農者の育成・確保、効率的な経営体制の確立を図るととも

に、関係機関・団体との連携により、特産物の開発やブランド化を促進

します。 

また、減農薬・減化学肥料栽培等による環境に優しい農業の促進を図

るとともに、地産地消の視点に立った特産物の販売や都市・消費者との

交流など、魅力ある農業を目指した多角的な活動を支援します。 

林業については、町土の保全や水源のかん養などの森林の持つ多面的

な機能の持続的な発揮に向け、森林組合との連携により、森林の保全や

林業従事者の育成・確保に努めます。 

 

（２） 商業の振興 

商工会と連携した指導・支援体制の整備により、経営者の意識改革や

後継者の育成をはじめ、地元ならではの地域に密着したサービスの展開、

観光や地場産業との連携、インターネットを活用した販売展開、魅力あ

るイベントの開催等を促進し、商業の再生・活性化を図ります。 

また、厳しい経営環境に対応するため、各種融資制度の周知と活用の

促進に努めます。 

 

（３） 工業の振興 

地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、商工会との協力体制を強

化し、企業誘致活動を推進するとともに、情報提供の充実による各種融

資制度の周知と活用を促進し、既存企業の経営体質・基盤の強化に努め

ます。 

 

（４） 観光産業の振興 

交流人口の増加と地域活性化に向け、既存の祭り・観光イベントの充

実強化やグリーン・ツーリズム（農作業を体験したり、その地域の歴史

や自然に親しむ余暇活動）等の体験型観光の拡充、ＰＲ活動の推進など、

多様化・高度化する観光ニーズに即した多面的な取り組みを一体的に推

進し、観光・交流機能の拡充に努めます。 

また、食や伝統文化、雪を観光資源として活用し、雪を活かしたイベ
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ントや都市との交流等の事業展開に努めます。 

 

（５） 雇用・勤労者対策の充実 

地域産業の活性化により、就労機会の創出を進めるとともに、ハロー

ワーク等の関係機関や地元企業との連携を図り、就職情報の提供や職業

能力の開発支援に努め、町民の雇用対策の充実を図ります。 
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基本目標３ 

安全で住みよいまちづくり 

 

東北中央自動車道の整備など広域的な地域構造の変化も見据えながら、道

路・交通網の整備や住宅・市街地の整備を進めるとともに、冬期間の町民生活

の利便性を確保するための克雪対策の推進、交通安全・防犯体制や防災体制の

一層の充実、町民生活の質的向上に向けた情報通信環境の整備、さらには、消

費者問題の増加に対応した消費者行政の充実に努め、安全で住みよいまちづく

りを進めます。 

 

（１） 道路・交通網の整備 

東北中央自動車道の整備が進む中、交通の利便性や安全性の向上を目

指して、国・県道の整備を促進するとともに、生活道路等の計画的・効

率的な維持管理に努めます。 

また、地域公共交通機関については、高齢者等交通弱者の交通確保と

利便性の向上に向け、交通体系の再構築について検討します。 

 

（２） 住宅・市街地の整備 

多様化する住宅ニーズへの対応と定住促進に向け、既存の町営住宅の

適正管理及び整備について検討します。 

また、急激な人口減少と高齢化の進行、さらには激甚化する災害の発

生を背景に、持続可能な都市経営を可能とするために、都市機能の適正

な立地と誘導を進め、安全で快適な生活環境の整備に努めます。 

 

（３） 克雪対策の推進 

流雪溝の未整備地区については、引き続き流雪溝の整備を推進すると

ともに、施設の管理は住民組織と協働により行い、冬期間の交通確保や

克雪対策に努めます。 

また、機械除雪を中心とした除雪体制の充実を図り、町民生活の快適

性の向上に努めます。 

 

（４） 交通安全・防犯体制の充実 

警察や交通安全協会等と連携した交通安全教育・啓発活動を推進し、

町民の交通安全意識の高揚に努めるとともに、交通安全施設の整備を促

進し、交通事故のない安全な地域社会づくりを推進します。 

また、町民の防犯意識の高揚に努めるとともに、各地域での自主的な

防犯活動の促進、防犯灯の設置等の防犯環境の整備を推進し、犯罪のな

い安全・安心な地域社会づくりを推進します。 

 

（５） 防災体制の充実 

頻発する地震や豪雨などの自然災害に対応するため、消防団の活性化

をはじめ、老朽化した消防施設の計画的な整備充実を図り、地域での消
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防力の強化に努めながら、広域消防の検討を進めていきます。 

また、尾花沢市に委託している常備消防については、今後も協力しな

がら維持していきます。さらに町民の防災意識の高揚や自主防災組織の

育成をはじめ、あらゆる災害に強い安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

（６） 情報通信環境の整備 

デジタル化は地域活性化やまちづくりの戦略として、また行政手続き

のオンライン化や危機管理にも活用できるため、各家庭や個人へのさら

なる普及が図られるものと期待されます。行政情報発信の充実強化を図

るため、個人情報保護などセキュリティ対策を強化しながら、情報通信

基盤の有効活用を進めていきます。 

 

（７） 消費者行政の充実 

消費者問題が増加し、その内容も複雑多様化する中、県や関係機関等

との連携により、消費生活相談体制の充実や啓発活動の推進を図り、よ

り安全で安心した消費生活が送れるよう消費者の自立促進に努めます。 

 



 30 

基本目標４ 

快適でやすらぎのあるまちづくり 

 

環境負荷の少ない持続可能なまちづくりに向けた環境保全活動を推進する

とともに、循環型社会の形成に向けたごみ・し尿等廃棄物処理対策の充実、健

康で快適な暮らしに欠かせない上水道・下水道の整備、さらには、地域資源を

活用した公園・緑地等の整備や景観を大事にしたまちづくりを推進し、快適で

やすらぎのあるまちづくりを進めます。 

 

（１） 環境保全活動の推進 

本町が誇る豊かな自然環境の保全をはじめ、環境負荷の少ない持続可

能なまちづくりに向け、省エネルギーの推進、地球温暖化防止など、町

民と行政の協働による環境保全に向けた取り組みを推進します。 

 

（２） 廃棄物処理対策の充実 

循環型社会の形成に向け、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合による

安定的なごみ・し尿処理体制の充実を図るとともに、町民と行政が一体

となったごみの減量化・リサイクル等に努めます。 

また、不法投棄や産業廃棄物の適正処理に向けた啓発活動や監視体制

の充実に努めます。 

 

（３） 上水道・下水道の整備 

上水道については、全町にわたり普及していることから、日常生活に

不可欠な安全・安心な水の安定供給を図るため、施設の老朽化への対応

や耐震化、水質の保全等のための上水道施設の整備充実を計画的に推進

します。 

また、下水道についても、ほぼ全町にわたり整備が完了していること

から、未加入者の加入促進、下水道施設の適正な維持管理に努めるほか、

下水道事業の健全な運営に努めます。 

 

（４） 公園・緑地等の整備 

町民の憩いの場、レクリエーションの場、子どもの遊び場の確保と防

災機能の向上に向け、身近な公園・緑地等の整備充実を図ります。 

 

（５） 景観の保全・整備 

本町の特徴であるかけがえのない自然景観を活かした景観形成や貴

重な歴史・文化資源の保存等、景観を大事にしたまちづくりを推進しま

す。 
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基本目標５ 

豊かな心を育む教育・文化のまちづくり 

 

学校・家庭・地域が一体となって子どもの成長を支え合う地域とともにある

学校づくり、未来を切り開き生き抜く力の育成を重視した学校教育の充実、生

涯にわたって心豊かに充実した生活を営むことができる生涯学習体制の整備、

安らぎと喜びを与える文化芸術及び元気と感動を与えるスポーツの振興を図

るとともに、次代を担う青少年の健全育成の推進や国内外との交流活動の推進

に努め、豊かな心を育む教育・文化のまちづくりを進めます。 

 

（１） 地域とともにある学校づくりの推進 

各学校に設置された学校運営協議会（コミュニティ・スクール）及び

全小中学校をまとめた大石田学園運営委員会と地域学校協働本部の組

織を効果的に連動させ、学校・家庭・地域が一体となって子どもの成長

を支え合う活動を展開します。 

また、地域共生・地域貢献を念頭におき、誇りと絆と向上心を育むた

めに、可能性を引き出し、良さを伸ばし、心に灯をつける「引・伸・灯」

の教育を推進します。 

 

（２） 学校教育の充実 

子どもたちが未来を切り開き、生き抜いていく力（学力・人間力・社

会力）を身につけることができるよう、社会の変化に対応する総合的な

教育環境整備を推進します。 

また、児童生徒の多様なニーズに応え、個性や創造性を伸ばし、次の

世代を担う人材として成長することができるよう、小中学校の一貫した

教育体系の整備充実を図り、活力ある学校づくりを進めます。 

 

（３） 生涯学習体制の充実 

子どもから高齢者まで、町民一人ひとりが生涯にわたって心豊かに充

実した生活を営むことができるよう、誰もが学べる生涯学習環境を整備

します。 

また、町民の自発的な学習活動を引き出し、支援することを通して学

び続ける風土を育て、人づくりや活力あるまちづくりを目指します。 

 

（４） 文化芸術・スポーツの振興 

町民に安らぎと喜びを与える文化芸術及び元気と感動を与えるスポ

ーツについてニーズを把握し、既存施設の有効活用や各種団体への支援

を通して、活性化を図ります。 

また、町民の主体的な活動を促進するとともに、団体の育成・指導者

の育成に力を入れ、持続可能な組織体制を作ります。 
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（５） 青少年の健全育成の推進 

青少年が心身ともに健全でたくましく成長できるよう、学校・家庭・

地域・行政が一体となった町ぐるみの支援体制を確立し、健全な社会環

境づくりに向けた活動を推進します。 

また、家庭や地域の教育力の向上、青少年の体験活動や交流活動の充

実、ボランティア活動への参加促進、青少年育成団体や指導者の育成・

支援に努めます。 

 

（６） 国内外との交流活動の推進 

町の豊かな自然や貴重な歴史・文化、農業資源等を生かし、国内にお

ける他地域との交流を促進し、地域の活性化に努めます。 

また、今後さらに進展していく国際化に対応するために、グローバル

な感覚を養う交流活動を積極的に推進し、国際感覚豊かな人材の育成を

図ります。 



 33 

基本目標６ 

みんなが主役の協働のまちづくり 

 

新しい時代の町民と行政との協働のまちづくり、地域主導のまちづくりに向

け、町民参加のまちづくりの推進やコミュニティ活動の充実を図るとともに、

男女共同参画・人権尊重社会の形成に向けた取り組み、地方分権時代に相応し

い自立する自治体経営を推進し、みんなが主役の協働のまちづくりを進めます。 

 

（１） 町民参加のまちづくりの推進 

町民が自らの課題として積極的にまちづくりに関わり、新時代の大石

田を築いていけるよう、ボランティアやＮＰＯ等の多様な住民団体の活

動支援に努めます。 

また、広報・広聴活動の一層の充実、情報公開の推進、各種行政計画

の策定・見直しへの町民参画・協働の促進等、町民参画・協働に向けた

町民と行政の情報の共有化を推進します。 

 

（２） コミュニティ活動の充実 

地域主導のまちづくりを一層進めるため、地域づくり活動の支援事業

の推進をはじめ、地域や地域団体を単位とする自主的なコミュニティ活

動の充実を支援します。 

また、コミュニティ活動拠点施設の充実支援に努めます。 

 

（３） 男女共同参画・人権尊重社会の形成 

男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画することがで

きるよう、意識改革の推進をはじめ、町の政策・方針決定の場や地域活

動における男女共同参画の促進に努めます。 

また、学校・家庭・地域・職場等のあらゆる場を通じて、人権問題に

対する正しい理解と認識を深める教育・啓発の充実を図り、人権意識の

高揚に努めます。 

 

（４） 自立する自治体経営の推進 

地方分権時代に相応しい自立する自治体経営を進めるため、民間経営

理念・手法導入の視点に立ち、事務事業の見直しをはじめ、定員管理の

適正化、あらゆる分野にわたる経費の節減や自主財源の確保、中・長期

的な財政見通しを踏まえた健全な財政運営の推進など、さらなる行財政

改革を計画的に推進します。 

また、多様化・広域化する行政ニーズに対応していくため、山形連携

中枢都市圏を始め、周辺自治体との連携により効率的・効果的な広域行

政を推進します。 
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第３部 基本計画 
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基本目標１ 健康で安心して暮らせる福祉

のまちづくり 
 

１ 保健・医療の充実 
 

【現状と課題】 

少子高齢化が急速に進行する中、健康に対する人々の関心はますます高まって

おり、一人ひとりの自主的な健康づくりを支援する環境の整備が求められていま

す。 

本町ではこれまで、健康づくり運動に関する行動指針として平成 27 年度に策

定し令和元年度に中間見直しを行った「健康おおいしだ 21」等に基づき、保健

センターを拠点として、各種健康診査や健康教育、健康相談、訪問指導をはじめ、

ライフステージの各期に応じた保健事業の推進に積極的に取り組んできました。 

しかし、生活様式や食生活の変化による生活習慣病や急速な高齢化に伴う要介

護者の増加が懸念されていることから、「自分の健康は自分で守る」という認識

と自覚を高め、生活習慣改善に繋がる行動を促していくことが必要であり、特に

幼児期からの食育は重要な課題となっています。 

また、少子化や核家族化の進行等に伴い家庭における子育て機能が低下傾向に

ある中、子育てに対する不安感や負担感が増大していることから、安心して子ど

もを産み育てるための母子保健の一層の充実が求められています。 

今後は、町民の健康づくり意識の高揚と自主的な健康づくりの促進を基本に、

ライフステージの各期にわたる保健事業のさらなる充実を図る必要があります。 

また、医療機関は、町内に診療所が３箇所、歯科診療所が４箇所あるほか、東

根市に北村山公立病院がありますが、急速な高齢化とともに、医療ニーズも多様

化・高度化していくことが予想されることから広域的連携を強化し、地域医療体

制の充実を推進していく必要があります。 
 

【基本方針】 

すべての町民が健康で元気に暮らせるよう、正しい知識の普及を図り、「自分

の健康は自分で守る」という認識と自覚を高めることを基本とし、生涯の各期に

わたる保健事業の充実とともに、広域的連携により、地域医療体制の充実を図り

ます。 

 



 36 

【施策の体系】 

保健・医療の充実  （１） 健康づくり意識の高揚 

（２） 「健康おおいしだ 21」に基づく健康

づくり運動の充実 

（３） 各種健康診査・保健指導等の充実 

（４） 母子保健の充実 

（５） 感染症対策の推進 

（６） 食育の推進 

（７） 地域医療体制の充実 

 

【主要施策】 

（１） 健康づくり意識の高揚 

広報・啓発活動の推進や教室・イベントの開催等により、健康に対する正

しい知識の普及や「自分の健康は自分で守る」という健康づくり意識の高揚

を図ります。 

併せて健康推進員の活動についても推進します。 

 

（２） 「健康おおいしだ 21」に基づく健康づくり運動の充実 

「健康おおいしだ 21」に基づき、また、保健センターや温泉施設、社会

体育施設等を活用し、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、

たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がんの各分野の目標値

の達成に向けた健康づくり運動の拡大、定着及び充実を図ります。 

 

（３） 各種健康診査・保健指導等の充実 

関係機関との連携により、生活習慣病予防に向けた特定健康診査・特定保

健指導等の実施をはじめ、がん検診等各種健康診査の充実を図ります。 

また、健康教育、健康相談等、健診後のフォロー体制の充実を図ります。 

 

（４） 母子保健の充実 

妊婦健康診査、乳幼児健康診査をはじめ、母子健康手帳の交付、健康教育、

相談・指導体制等、各事業の一層の充実に努めるとともに、安心して子ども

を産み育てられる環境づくりに総合的に取り組みます。 

 

（５） 感染症対策の推進 

感染のおそれがある疾病の発生や蔓延を予防するため、新型インフルエン

ザや新型コロナウイルス等の感染症に関する正しい知識の普及・啓発に努め

ます。 
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（６） 食育の推進 

正しい食事の取り方や望ましい食習慣の定着を図るため、食生活改善推進

員を中心に、関係機関との連携により、食育に関する知識の普及・啓発に努

めます。 

 

（７） 地域医療体制の充実 

医療ニーズの多様化・高度化や救急・休日・夜間の医療ニーズに対応でき

るよう、広域的連携を一層強化し、北村山公立病院の診療機能の充実をはじ

め、地域医療体制の充実を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

乳幼児健診受診率 98.0％ 99.0％ 100.0％ 

各種がん健診受診率 41.7％ 50.0％ 60.0％ 

特定健康診査受診率 57.7％ 65.0％ 80.0％ 
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２ 地域福祉の充実 
 

【現状と課題】 

地域社会における支え合いの精神の希薄化や家庭内での介護能力、扶養能力の

低下等が指摘される中、ますます複雑多様化する福祉ニーズに対応し、誰もが安

心して暮らせる地域社会を確立するためには、公的な取り組みだけでなく、町民

一人ひとりが福祉活動の担い手として、各種の活動に自主的に参画する地域福祉

の推進が不可欠です。 

本町ではこれまで、社会福祉協議会が地域の高齢者や障がい者等に対する幅広

いサービスや事業を行い、地域福祉活動の中核的な役割を担っているほか、民生

委員・児童委員やボランティア団体等が地域に密着した様々な活動を展開してき

ました。 

しかし、今後、少子高齢化はさらに急速に進行し、支援を必要とする高齢者や

障がい者等が増加し、地域における福祉ニーズはますます増大・多様化すること

が予想されます。 

このため、令和 2 年度に策定した地域福祉計画に基づき、誰もが住み慣れた地

域で共に支え合いながらいきいきと生活できる社会づくりを目指し、より多くの

人々の福祉活動への参画を促進し、町民と行政が一体となった地域福祉体制を推

進していく必要があります。 

 

【基本方針】 

すべての町民が住み慣れた地域で共に支え合いながら生きることができるよ

う、町民と行政が一体となった地域福祉体制づくりを推進します。 

 

【施策の体系】 

地域福祉の充実  （１）多様化する福祉課題を連携して支援 

（２）地域における支え合いの基盤づくり 

（３）地域における支え合いの仕組みづくり 

（４）健康で安心して暮らせるまちづくり 

 



 39 

【主要施策】 

（１） 多様化する福祉課題を連携して支援 

多様化、複雑化する地域生活課題に対して、計画的に福祉施策を進めてい

きます。 

一方、従来の福祉制度では対処しきれない課題に対しても、適切な支援が

受けられるよう、包括的な相談支援体制（それぞれの分野の福祉的課題等を

丸ごと相談・支援できる体制）を構築します。また、権利擁護・虐待の防止、

生活困窮者等への支援等セーフティネットを充実します。 

 

（２） 地域における支え合いの基盤づくり 

地域福祉を担う人材の育成が必要であり、ボランティア活動に関する広報

や必要な人と提供する人とのマッチング等が重要な取り組みとなります。 

地域福祉を進める上で、福祉以外の様々な分野（まちおこし、商工、農林

水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携が

必要であり、地域の活性化に寄与しながら地域生活課題の解決にも同時に関

わる取り組みを展開していきます。 

 

（３） 地域における支え合いの仕組みづくり 

町民の方が地域の課題を「我が事」として「丸ごと」捉え、地域の中で支

え合いの活動が促進されるように、福祉への理解を高め、地域と町・社会福

祉協議会・関係機関・事業者等が連携しながら、身近なところから活動する

機会を確保していきます。 

また、地域において、誰もが支え合い・助け合える仕組みをつくるために、

関係機関が連携を図りながら、地域における見守り・生活支援を進めていき

ます。 

地区区長、民生委員・児童委員等、一部の協力者だけでなく、地域の住民

が一体となって支え、地域の複合的な課題を解決する包括的な支援の仕組み

をつくります。 

 

（４） 健康で安心して暮らせるまちづくり 

高齢者や障がい者等にとって、災害や感染症は直接生命にかかわる問題で

あり、十分な対策や支援体制づくりが急務です。 

また、地域で安心して暮らすために、本町の地域特性に見合った雪対策、

地域交通の確保、日常的な見守り支援等を実施し、誰もが健康で安心して暮

らせるまちづくりを進めていきます。 
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【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

社会福祉協議会加入世帯割合 96.3％   

福祉ボランティア登録団体数 2 団体   

福祉ボランティア登録者数 64 人   
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３ 高齢者福祉の充実 
 

【現状と課題】 

我が国の高齢化は急激に進行しており、人口構成の中で最も多い年齢層である

昭和 22 年から 24 年生まれの「団塊の世代」は 2025 年（令和 7 年）に 75 歳

以上となり、今後さらに高齢化が進展すると見込まれます。 

本町の高齢化率は、令和 2 年 3 月 3１日現在 39.3％で、国や県の水準を上回

っています。 

本町ではこれまで、平成 17 年度の介護保険法の改正等を踏まえ、地域包括支

援センターの設置により、介護保険事業の適正運営をはじめ、生きがいづくりと

社会参加の促進、各種保健福祉サービスの提供など、高齢化の進行に伴って増大・

多様化していく町民ニーズに即した高齢者施策を積極的に推進してきました。 

また、平成 30 年度には、第 7 期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定

し、施策・事業の充実に努めてきました。 

しかし、今後、本町の高齢化は一層加速していくことが予想されており、これ

に伴い、介護・支援を必要とする高齢者やひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯

の増加が見込まれるとともに、団塊の世代が高齢期に入ることから、社会参加や

生きがいづくりに関するニーズの増大も予想され、高齢者施策の充実は引き続き

重要な課題となっています。 

このため、今後は、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直し等による推

進体制の一層の充実により、高齢者福祉・介護施策全般の一層の内容充実を図り、

すべての高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生活できるまちづくりを進め

ていく必要があります。 

 

【基本方針】 

すべての高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生活できるよう、高齢者福

祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護予防を柱にした各種施策を総合的・

計画的に推進し、「地域包括ケアシステム」のさらなる充実を図っていきます。 

 

【施策の体系】 

高齢者福祉の充実  （１） 高齢者施策推進体制の充実 

（２） 社会参加・生きがい施策の推進 

（３） 介護保険サービスの提供 

（４） 地域支援事業の推進 

（５） 高齢者の暮らしの支援 

（６） 高齢者に優しいまちづくりの推進 
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【主要施策】 

（１） 高齢者施策推進体制の充実 

介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づく各種事業の実施状況の点検・

評価を行い、３年ごとに計画を見直し、推進体制の強化を図ります。 

また、介護予防を中心としたサービス提供拠点となる地域包括支援センタ

ーの機能強化、地域密着型サービスをはじめとするサービス提供基盤の整備

等、施設・機能の整備・確保を図ります。 

 

（２） 社会参加・生きがい施策の推進 

高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、老人クラブ活動の支

援や高齢者の学習・健康づくり・交流の場の提供に努めます。 

また、高齢者の経験・知識・技能が発揮できるよう、就業や社会参加を促

進します。 

 

（３） 介護保険サービスの提供 

介護が必要なときに、必要なサービスが利用できるよう、居宅（予防）サ

ービスの充実や施設サービスの環境整備に努めるとともに、住み慣れた地域

で安心して生活できるよう、地域密着型サービスの確保に努めます。 

また、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、

介護給付費の適正化を図ります。 

 

（４） 地域支援事業の推進 

一般高齢者及び健康づくり高齢者（要支援・要介護になるおそれのある高

齢者）に対する総合的な介護予防策として、地域支援事業の定着化を図りま

す。 

また、地域包括支援センターを中心に、介護予防ケアマネジメントや総合

的な相談、権利擁護等を行う包括的支援事業を効果的に推進します。 

 

（５） 高齢者の暮らしの支援 

生活上の支援が必要な高齢者を対象に、在宅生活の支援や養護老人ホーム

の入所支援をはじめとする各種福祉サービスの提供を図ります。 

 

（６） 高齢者に優しいまちづくりの推進 

関係部門、関係機関・団体が一体となって、地域福祉の推進や住宅環境の

整備、防災・防犯・交通安全対策の充実等、高齢者に優しいまちづくりを総

合的に推進します。 
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【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

介護や支援を必要としない高齢

者割合 
79.7％ 

  

老人クラブ会員数 591 人   

シルバー人材センター会員数 160 人   
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４ 障がい者福祉の充実 
 

【現状と課題】 

障がい者を取り巻く環境は、高齢化の急速な進行、障がいの重度化・重複化、

家族形態の変化等に伴い大きく変化しています。 

本町ではこれまで、平成 18 年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の施行等を踏まえ、ノーマライゼーションの理念（誰もが等し

く普通の生活を送れる社会こそ正常であるという考え方）の浸透や障がい福祉サ

ービスの提供、バリアフリーのまちづくり、障がい者の社会参加や就労の促進に

向けた施策等、地域社会の中で障がい者が自立して暮らせるまちづくりを目指し

て、多様な施策を推進してきました。 

また、平成 30 年度には、障がい福祉計画（第 5 期）及び障がい児福祉計画（第

1 期）を策定し、施策・事業の充実に努めてきました。 

しかし、近年、障がい者の高齢化や障がいの重度化・重複化、介護者の高齢化

が進んでおり、就労についても厳しい状況にあり、障がい者施策全般の一層の充

実が求められています。 

このため、令和２年度には、障がい福祉計画・障がい児福祉計画を見直し、推

進体制の一層の充実を図り、障がい者施策全般の内容充実に努め、すべての障が

い者が地域において可能な限り自立し、安全・安心な生活を送ることができるま

ちづくりを進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

すべての障がい者が地域社会の一員として自立し、安心していきいきと暮らせ

るよう、障がい福祉計画・障がい児福祉計画等に基づき、各種施策を総合的・計

画的に推進します。 

 

【施策の体系】 

障がい者福祉の充実  （１） 障がい福祉サービス等提供体制の整

備促進 

（２） 障がい者の積極的な社会参加推進 

（３） ライフステージに沿った支援提供体

制の構築 
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【主要施策】 

（１） 障がい福祉サービス等提供体制の整備促進 

障がい福祉計画に基づき、居宅介護（ホームヘルプ）や重度訪問介護をは

じめとする各種サービスに対する介護給付の実施、自立訓練や就労支援のた

めの事業等に対する訓練等給付の実施、相談支援や日常生活用具の給付・貸

与、移動支援をはじめとする地域生活支援事業の推進等、障がい福祉サービ

スの提供を充実します。 

 

（２） 障がい者の積極的な社会参加推進 

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活や就労ができるよう、希望する

サービスの利用や地域生活への移行、一般就労への移行を推進するとともに、

「地域生活支援拠点」の確保に努めます。 

      

     ※地域生活支援拠点 

･･･障がいの重度化、障がい者の高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支

援のための機能（相談、体験の機会・場所、緊急時の受け入れ・対応、

専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整

備し、障がいのある方の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の拠

点。 

 

（３） ライフステージに沿った支援提供体制の構築 

障がい児の健やかな育成を支援するため、ライフステージに沿って、障が

いのある子どもが地域で必要なサービスを利用できるよう支援の提供体制

の構築を図ります。併せて、障がいの有無に関わらずすべての児童が共に成

長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

福祉施設入所から地域生活への

移行者数 
０人 １人 2 人 

福祉施設から一般就労への移行

者数 
１人 ３人 ５人 

地域生活支援拠点の確保 ０箇所 １箇所 １箇所 
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５ 子育て支援の充実 
 

【現状と課題】 

我が国では、予想を上回る勢いで少子化が進行しており、今後、さらに少子化

が加速することが懸念されています。 

本町においても、核家族化や共働き家庭の増加等、働き方や生活スタイルも変

化しており、子育て支援を必要とする家庭も増加傾向にあります。 

本町ではこれまで、令和元年度に策定した第 2 期子ども・子育て支援事業計画

に基づき、保育サービスの充実を図るとともに、子育て支援センターを設置し、

育児相談や情報提供に努めてきました。 

さらに、児童の放課後等の居場所の充実、母子保健事業の充実、乳幼児・児童

の医療費助成、保健・福祉・教育・医療の連携、ひとり親家庭への支援等、各種

の子育て支援施策を推進してきました。 

しかし、本町の少子化は依然として国や県の水準を上回る勢いで進行し、少子

化対策、子育て支援が重要な課題となっており、子育て家庭が子育てに伴う喜び

を実感でき、次代を担う子どもが元気に成長できる環境づくりを一層積極的に進

めることが求められています。 

このため、これまでの成果と課題を踏まえて子ども・子育て支援事業計画に基

づき、子育て家庭を支援していくという視点に立ち、関連部門・関係機関が一体

となって、子育て支援施策を積極的に推進していく必要があります。 

 

【基本方針】 

若い世代が子育てに夢と希望を持ち、安心して子どもを産み、そして健やかに

育てていくことができる環境づくりに向け、子ども・子育て支援事業計画に基づ

き、子育て支援施策を総合的・計画的に推進します。 
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【施策の体系】 

子育て支援の充実  （１） 地域における子育て支援の環境づく

り 

（２） 母と子の健康を守る環境づくり 

（３） 子どもの心身の健やかな成長のため

の環境づくり 

（４） 子どもや子育てにやさしく安全な環

境づくり 

（５） ワーク・ライフ・バランスの推進 

（６） 特に支援が必要な子どもを支える環

境づくり 

（７） 若者が地元で働き、結婚しやすい環境

づくり 

 

【主要施策】 

（１） 地域における子育て支援の環境づくり 

専業主婦家庭やひとり親家庭等を含めたすべての子育て家庭への支援を

行う観点から、地域における様々な子育てサービスの充実を図ることが必要

です。 

このため、子育て支援事業が着実に実施できるよう、必要な措置の実施に

努めるとともに、子育て支援事業に関する情報の提供、相談・助言並びにあ

っせん、調整・要請等を行います。 

 

（２） 母と子の健康を守る環境づくり 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保される

よう、乳幼児健診、新生児訪問、母子保健における健康診査、訪問指導、保

健指導等の充実を図ります。特に親の育児不安の解消等を図るため乳幼児健

診の場を活用し、親への相談指導等を実施するとともに、児童虐待の発生予

防の観点を含め妊娠期から継続した支援体制を整備します。 

 

（３） 子どもの心身の健やかな成長のための環境づくり 

男女が協力して家庭を築くことや、子どもを生み育てることの意義に関す

る教育・広報・啓発については、各分野が連携しつつ効果的な取り組みを行

います。 

家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現するこ

とができるようにするため、地域社会の環境整備を進めます。特に、中学生、

高校生等が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切
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さを理解できるようにするため、保育園、児童館及び乳幼児健診等の場で職

場体験を行うなど、乳幼児とふれあう機会を広げます。 

 

（４） 子どもや子育てにやさしく安全な環境づくり 

子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりある住宅を確保することがで

きるよう、良質な子育て世代向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取り組み

を推進します。 

また、民間事業者等と連携しながら、持家や借家を含めた住宅情報の提供

に努めます。 

 

  （５） ワーク・ライフ・バランスの推進 

      すべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選

択できるようにするとともに、「働き方の見直し」を進めていきます。 

      職場優先の意識や男女の固定的役割分担意識等、職場における働きやすい

環境を阻害する慣行等を解消します。このため、労働者、事業主、地域住民

等の意識改革を推進するための広報・啓発、研修、情報提供等について、国、

県、関係団体等と連携を図りながら、積極的に推進します。 

 

  （６） 特に支援が必要な子どもを支える環境づくり 

      児童虐待の早期発見、早期対応のため、身近な場所における継続的な支援

を行い、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調

査、指導等を行う子ども家庭総合拠点、子育て世代包括支援センター、利用

者支援事業等により、地域における切れ目のない子育て支援を活用して虐待

を予防するほか、児童相談所の権限や専門性を有する場合には、遅滞なく児

童相談所へ事案を送致することや必要な助言を求めることが重要であり、こ

のための関係機関との連携強化が不可欠となります。 

      また、ひとり親家庭等の子どもの健全な育成を図るために、「母子及び父

子並びに寡婦福祉法」等の規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開

と自立・就業の支援に主眼を置き、子育て・生活支援策、就業支援策、養育

費の確保策及び経済的支援策について、地域のひとり親家庭等の現状を把握

し総合的な対策を適切に実施していきます。 

      障がい児等の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよう

にする観点から、自立支援医療（育成医療）の給付のほか、年齢や障がい等

に応じた専門的な医療や療育の提供を行います。 

 

  （７） 若者が地元で働き、結婚しやすい環境づくり 

      若者の多様な就労の場を確保するため、新規創業や新分野進出など企業活

動の活性化を支援します。 

      若年者等の就業を推進するため、職業観、勤労観等の醸成や企業のニーズ
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にあった人材の育成、就業能力開発等を推進します。さらに、新規就農者に

対する支援の強化や、進路決定前の学生や就農を目指す人の実地体験等を充

実します。 

      結婚しやすい環境づくりの推進については、若者の結婚に対する意識調査

や結婚対策等の施策を推進し、男女の出会いや交流が幅広くできるように県

内外の市町村や各団体に情報提供します。 

 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

放課後児童クラブ設置箇所数 ４箇所   

放課後児童クラブ登録者数 152 人   

子育て支援センター設置箇所数 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

子育て支援センター利用者数 3,360 人   
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６ 医療保険・年金等の充実 
 

【現状と課題】 

国民健康保険制度は、相互扶助の精神のもと、加入者の疾病や負傷等に対して

必要な保険給付を行う医療保険の柱として、町民の医療と健康の確保に重要な役

割を果たしています。 

しかし、医療技術の高度化や高齢化の進行等に伴い、医療費は増大し続け、国

民健康保険の運営は極めて厳しい状況にあります。 

今後は、こうした状況を踏まえ、医療費の適正化や国民健康保険税の収納率の

向上を図る必要があります。 

国民年金制度は、不安のない老後の生活を保障するものであり、人々の生活に

必要不可欠なものです。このため、国民年金制度に関する正しい理解をさらに深

めていく必要があります。 

生活保護制度は、生活に困窮している人々に対して必要な保護を行い、最低限

度の生活を保障するとともに、その自立を支援する制度であり、近年は、高齢化・

核家族化等の社会的要因や経済・雇用状況の急速な変化に伴い、被保護世帯は全

国的に増加傾向にあります。 

本町ではこれまで、相談や生活保護制度の適正運用の促進に努めていますが、

今後とも、被保護世帯の経済的な自立と生活意欲の高揚に向け、これらの取り組

みを継続して実施していく必要があります。 

 

【基本方針】 

すべての町民が健康で文化的な暮らしを営み、安心して生活を送ることができ

るよう、社会保障制度の適正な運用に努めます。 

 

【施策の体系】 

医療保険・年金等の 

充実 

 （１） 国民健康保険事業の適正化 

（２） 国民年金制度の周知 

（３） 生活保護制度の適正な運用 
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【主要施策】 

（１） 国民健康保険事業の適正化 

保健事業の推進による被保険者の健康づくり意識の高揚と自主的な健康

づくりの促進はもとより、広報・啓発活動の推進やレセプト点検の強化、医

療費通知の活用等による適正受診の促進に努め、医療費の適正化を図ります。 

また、国民健康保険税滞納者に対する納付相談・指導等を適切に行い、収

納率の向上を図ります。 

 

（２） 国民年金制度の周知 

関係機関との連携により、広報・啓発や相談活動の推進を図り、国民年金

制度に関する正しい理解と認識を深めるとともに、未加入者の加入促進に努

めます。 

 

（３） 生活保護制度の適正な運用 

被保護世帯の経済的な自立と生活意欲の高まりに向け、民生・児童委員や

関係機関との連携により、実態を的確に把握しながら、相談・指導等に努め

るとともに、生活保護制度や資金貸付制度の利用に関する助言・指導等に努

めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

国民健康保険税収納率 

（現年度分） 
97.2％   

国民健康保険被保険者１人当た

り年間医療費 
370,279 円 
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基本目標２ 活力ある産業のまちづくり 
 

１ 農林業の振興 
 

【現状と課題】 

我が国の農業は、国際化の急速な進展により、担い手の減少と高齢化、農用地

利用の低下や耕作放棄地の増加、飼料用穀物の高騰等、極めて厳しい状況にあり

ます。 

また、ＴＰＰの発効などにより、我が国の農産物は輸入農産物との厳しい競争

環境に置かれており、今後は壊滅的な打撃を受けることが危惧されています。 

本町ではこれまで、基幹産業である農業の発展を目指し、農業生産基盤の整備

や担い手の育成をはじめ、多様な農業振興施策を関係機関・団体と一体となって

推進し、着実に成果をあげてきました。 

しかし、農業を取り巻く環境は依然として厳しく、農家数の減少や就業者の高

齢化、担い手不足、これに伴う遊休農地や耕作放棄地の増加、農地の集積の停滞

等の問題がさらに深刻化しています。 

このため、農業生産基盤の一層の充実を図り、担い手の育成・確保、効率的な

生産組織や集落営農体制の強化、農業経営の法人化の促進等による経営体制の強

化をはじめ、優良農地の保全及び有効活用に努めるとともに、地域特性に応じた

付加価値の高い特産品の開発、流通システムの高度化等を促進していく必要があ

ります。 

また、環境保全型農業等、時代の要請等に即した農業の促進に努め、農業の持

つ多面的機能の保全・活用を進めていく必要があります。 

林業は、木材生産機能をはじめ、国土の保全や水源のかん養、地球環境の保全

等、多面的機能を持っており、人々の生活に密接に結びついています。 

しかし、木材需要の停滞や価格の低迷等の林業を取り巻く情勢が依然として厳

しい中、林業従事者の減少や高齢化に伴い、生産活動が停滞し、森林機能の総体

的な低下が懸念されています。 

このため、今後は、森林が将来にわたって適正に管理され、木材生産機能と森

林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、令和元年に策定した森林整備計

画に基づき、林業生産基盤の整備や合理的・計画的な森林施業の促進に努めると

ともに、森林の保全及び育成、森林空間の総合的利用に努める必要があります。 

 

【基本方針】 

安全・安心な食を提供する自立した農業の実現に向け、多面的な農業振興施策

を総合的・計画的に推進します。 
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また、森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林整備計画に基づ

き、合理的・計画的な森林施業の促進、森林の保全・育成と総合的利用に努めま

す。 

 

【施策の体系】 

農林業の振興  （１） 農業生産基盤の充実 

（２） 担い手の育成・確保 

（３） 地域特産物の開発 

（４） 流通体制の充実 

（５） 都市と農村との交流の促進 

（６） 環境に優しい農業の促進 

（７） 林業生産基盤の整備 

（８） 計画的な森林整備と森林保全・育成 

 

【主要施策】 

（１） 農業生産基盤の充実 

関係機関との連携により、優良農地の確保・保全に努めるとともに、ほ場

整備をはじめ、農道、用排水施設の整備を図り、農業生産基盤の一層の充実

を図ります。 

 

（２） 担い手の育成・確保 

農地の流動化による利用集積や農作業受委託の促進、農用地利用改善団体

の組織化等を通じて、意欲と能力のある認定農業者の育成・確保を図ります。 

また、集落等を単位として集団的・効率的な営農を行う集落営農組織の育

成を図るとともに、農業経営の法人化を促進します。 

さらに、情報提供や研修機会の提供等を通じ、農業後継者及び新規就農者

の育成・確保に努めます。 

 

（３） 地域特産物の開発 

地域特性や消費者ニーズに即した新作物や新品種の導入・産地化を促進す

るほか、農畜産物の加工体制の充実を促進し、新たな加工特産品の開発や在

来種作物を中心とした農産物のブランド化など、第６次産業化を促進します。 

 

（４） 流通体制の充実 

既存の流通ルートの一層の充実に加え、農産物直売体制の充実や学校給食

との連携による地産地消の促進、ＰＲ活動の強化やイベントの活用等、多面

的な取り組みを促進し、町内外における消費の拡大に努めます。 
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（５） 都市と農村との交流の促進 

都市や消費者との交流の促進、観光との連携、農地の有効活用の視点に立

ち、農業・農村体験等の取り組みを促進します。 

 

（６） 環境に優しい農業の促進 

廃プラスチック類等、農業関連廃棄物の適正処理・リサイクルの促進、減

農薬・減化学肥料栽培の促進等、環境に優しい農業の促進に努めます。 

 

（７） 林業生産基盤の整備 

効率的な森林施業を実施するため、林道、森林作業道等からなる路網と高

性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムの構築に努

めます。 

また、山形県、森林組合と連携し、林業従事者の育成・確保に努めます。 

 

（８） 計画的な森林整備と森林保全・育成 

森林所有者の意識の高揚、合意形成を図りながら、森林組合を中心とした

森林施業の共同化や受委託を促進し、共通の認識と目標のもと、合理的な森

林整備が行える体制の確立に努めます。 

また、森林経営管理制度を利用し、必要に応じて森林経営管理事業を計画

し、林業経営の効率化と森林管理の適正化に努めます。 

さらに、森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、森林と水資源の保全

との関連を考慮した森づくりの視点に立ち、町民及び関係者の意識の高揚を

図りながら、森林の保全・育成を進めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

（令和元年度) 

目標 

(令和７年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

農業粗生産額 2,710 百万円 2,900 百万円 3,000 百万円 

認定農業者数 152 人 131 人 121 人 

集落営農組織数 ３組織   

農産物加工グループ数 ２団体   
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２ 商業の振興 
 

【現状と課題】 

商業は、豊かな消費生活の提供はもとより、交流や賑わいを生み出すものとし

て、地域活性化にとって重要な位置付けにありますが、全国的に既存商店街の衰

退が進み、その活性化が大きな課題となっています。 

本町の商業は、古くから小売業を中心に町内の購買需要に応えてきましたが、

零細・小規模個人経営が大部分を占める商業構造にあって、車社会の一層の進展

や郊外大型店の進出、消費者ニーズの多様化・高度化等を背景に購買力の流出が

勢いを増し、高齢化や後継者不足とも相まって、商業を取り巻く環境は一層厳し

さを増しています。 

このため、地域に密着したサービスの提供という原点に立ち返り、商業振興の

核となる商工会の育成・強化により、商店個々の経営の近代化、サービスの向上

等を促進していく必要があります。 

 

【基本方針】 

地元ならではのサービスの展開を図り、商業の再生・活性化を推進します。 

 

【施策の体系】 

商業の振興  （１） 商業の再生・活性化 

（２） 商業経営の近代化の促進 

（３） 商業団体の育成・強化 

 

【主要施策】 

（１） 商業の再生・活性化 

商工会と連携した支援体制により、地元に密着した魅力ある商店づくりを

推進し、商業活動の活性化を目指します。 

 

（２） 商業経営の近代化の促進 

商工会との連携により、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、支援

体制の強化を図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、新規開業者の発掘、地

元商店街ならではの地域に密着したサービスやインターネットを活用した

販売の展開、魅力あるイベントの開催、農林業や観光と連携した特産品の開

発・販売等を促進します。 

また、厳しさを増す経営環境に対応するため、各種融資制度の周知と活用
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を促し、経営体質・基盤の強化を促進します。 

 

（３） 商業団体の育成・強化 

商業振興の中核的役割を担う商工会等商業団体の育成・強化を図り、各種

活動の一層の活発化を促進します。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

事業所数 

（卸売業・小売業） 
85 事業所   

商業従業者数 286 人   

年間商品販売額 5,809 百万円 5,900 百万円 6,000 百万円 
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３ 工業の振興 
 

【現状と課題】 

工業は、地域において、経済面での貢献はもとより、雇用の場の創出や若年層

の定住促進など、重要な役割を担っています。 

本町の工業は、中小零細事業所を中心に展開されており、経済情勢により、経

営状態が大きく変動します。 

本町ではこれまで、既存企業の育成や企業誘致に努めてきましたが、長期にわ

たる景気の低迷や国際間競争の激化等を背景に工業を取り巻く情勢は依然とし

て厳しい状況にあります。 

このため、今後は、商工会等との連携により、既存企業の経営体質・基盤の強

化、近代化に向けた支援はもとより、新たな特産品づくりや新産業の創出等に向

けた取り組み、広域交通網の整備を活かした優良企業の誘致を進めていく必要が

あります。 

 

【基本方針】 

新たな活力の創造と雇用の場の確保に向け、既存企業の経営体質・基盤強化を

促進するとともに、特産品づくりや新産業の創出への支援、優良企業の誘致を推

進します。 

 

【施策の体系】 

工業の振興  （１）既存企業の経営体質・基盤強化の促進

（２）特産品開発、新産業創出等への支援 

（３）企業誘致の推進 

 

【主要施策】 

（１） 既存企業の経営体質・基盤強化の促進 

商工会等との連携により、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、支

援体制の強化を図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、事業の拡大等を促進

します。 

また、厳しさを増す経営環境に対応するため、各種融資制度の周知と活用

を促し、経営体質・基盤の強化を促進します。 
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（２） 特産品開発、新産業創出等への支援 

関係機関・団体との連携により、情報交換、技術交流の場や研修機会の提

供、支援制度の整備等、産業支援・研究開発体制の整備を図り、農産物加工

における技術の高度化や新たな特産品の開発、起業化や新産業の創出を促進

します。 

 

（３） 企業誘致の推進 

東北中央自動車道等の整備による交流・物流の発展可能性を見据えながら、

関係機関との連携により、企業誘致活動に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

従業者４人以上事業所数 13 事業所   

工業従業者数 609 人   

製造品出荷額等 9,064 百万円 9,200 百万円 9,400 百万円 
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４ 観光産業の振興 
 

【現状と課題】 

自然志向・健康志向の高まり、「癒し」や「食」を求める等、観光ニーズはます

ます多様化・高度化する傾向にあり、観光地にはこうした変化に対応して、リピ

ーターの増加に向けた魅力ある観光づくりが求められています。 

本町は、温泉施設をはじめ、そば街道や歴史観光が観光・交流の中心となって

いるほか、大石田まつりや維新祭、新そばまつり、大石田ひなまつりなどの各種

イベントが開催され、国内外から多くの観光客が訪れています。 

また、スイカオーナー制度やそば打ち講習等の体験型観光にも取り組んでいま

す。 

しかし、日帰り客がほとんどを占めているほか、数多くの観光・交流資源も、

観光客が年間を通して繰り返し訪れる魅力ある観光基盤としての活用状況は必

ずしも十分とはいえません。 

このため、今後は、既存観光資源のブラッシュアップと新たな観光資源の掘り

起こし、広域ネットワークによる通年型・滞在型の観光地づくり、リピーターの

増加に向けた多面的な取り組みを進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

通年型・滞在型の観光地づくり、リピーターの増加に向け、多様化・高度化す

る観光ニーズに対応した多面的な取り組みを推進します。 

 

【施策の体系】 

観光産業の振興  （１） 既存観光・交流資源の充実・活用 

（２） 地域特性を活かした観光・交流機能の

拡充 

（３） ＰＲ活動の推進 

（４） 広域観光体制の充実 

（５） 観光推進体制の推進 
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【主要施策】 

（１） 既存観光・交流資源の充実・活用 

町民及び事業者との協働により、大石田温泉等の既存観光・交流拠点の充

実をはじめ、雪を活用した観光・交流イベントの充実を進めていくとともに、

広域的連携による一層の魅力拡大を図ります。 

 

（２） 地域特性を活かした観光・交流機能の拡充 

関係機関・団体や町民との協働により、グリーンツーリズム(農作業を体

験したり、その地域の歴史や自然に親しむ余暇活動)やスイカオーナー制度、

そば打ち講習等、自然・歴史・文化・人々等と触れ合う体験型観光の拡充を

図ります。 

 

（３） ＰＲ活動の推進 

パンフレットやポスターの作成、ホームページの充実、マスコミの活用等

を通じ、本町の観光についてのＰＲ活動を推進します。 

 

（４） 広域観光体制の充実 

山形新幹線や東北中央自動車道等の広域交通体系の整備を活かした観光

振興を図るため、広域的連携を強化し、広域観光ルートづくりや広域的なＰ

Ｒ活動の推進等、地域一体となった観光振興施策を推進します。 

 

（５） 観光推進体制の推進 

観光振興の中核的役割を担う観光協会等、観光団体の育成・強化を図り、

各種活動の一層の活発化を促進します。 

また、観光ボランティアガイド虹の町案内人の育成・確保により、観光サ

ービスの一層の充実強化を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

観光入込客数 507 千人 550 千人 600 千人 

温泉宿泊客数 7,050 人   

観光案内数 1,306 人   
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５ 雇用・勤労者対策の充実 
 

【現状と課題】 

景気悪化の長期化とともに、産業構造の変化や労働力人口の減少、高齢化の進

行等を背景に、地方における雇用環境は非常に厳しい状況にあります。 

本町においても、産業を取り巻く情勢は依然として厳しい状況の中、町内にお

ける雇用機会の不足が大きな問題となっています。 

また、町外・県外に雇用の場を求める労働者も少なくありません。 

このため、各種産業振興施策を一体的に推進し、雇用の場の充実に努めるとと

もに、関係機関との連携により、地元就職及びＵ・Ｉターンの促進、女性や高齢

者・障がい者等の雇用促進に努め、雇用の安定と雇用機会の拡充を進めていく必

要があります。 

また、就業者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、労働環境の充

実等、勤労者福祉の充実を図っていくことが必要です。 

さらに、若年層や後継者の定住を促し、活力あるまちづくりを進めるため、雇

用関連施策や住宅施策等と連動しながら、効果的な定住促進施策を検討し、その

積極的な推進を図る必要があります。 

 

【基本方針】 

就業者が良好で長期的に働くことができる雇用機会の創出・確保を図るととも

に、勤労者福祉の充実に努め、若年層や後継者の定住に向け、効果的な支援施策

を推進します。 

 

【施策の体系】 

雇用・勤労者対策の 

充実 

 （１） 雇用機会の確保と地元就職の促進 

（２） 女性・高齢者・障がい者の雇用促進 

（３） 勤労者福祉の充実 

 

【主要施策】 

（１） 雇用機会の確保と地元就職の促進 

各種産業振興施策の一体的推進により雇用の場の拡充を目指すほか、ハロ

ーワーク等関係機関や町内事業所等との連携、広域的連携により、就職相談

や情報提供、職業能力開発への支援等を推進し、若年労働者の地元就職及び

Ｕ・Ｉターンを促進します。 
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（２） 女性・高齢者・障がい者の雇用促進 

関係機関と連携し、職業相談・紹介の充実に努めるほか、男女雇用機会均

等法の趣旨の普及、シルバー人材センターの充実、事業所への啓発や職業訓

練の支援等に努め、女性や高齢者・障がい者の雇用を促進します。 

 

（３） 勤労者福祉の充実 

事業所への啓発等により労働条件の向上や働きやすい環境づくりを促進

していくとともに、余暇活動のニーズに応えるため、文化・スポーツ・レク

リエーションの場の充実に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

年間求職者数 ２６７人 ２５０人 ２３０人 
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基本目標３ 安全で住みよいまちづくり 
 

１ 道路・交通網の整備 
 

【現状と課題】 

道路・交通網は、便利な日常生活や活力ある産業活動を支えるとともに、人々

の交流を促進する重要な生活基盤です。 

東北中央自動車道が本町内を通り、隣接する村山市と尾花沢市にインターチェ

ンジが整備されたことから、広域的アクセスの一層の向上が期待されています。 

本町ではこれまで、関係機関と連携しながら道路網の整備を計画的に進めてき

ましたが、交通量の増加や車両の大型化、さらには、高齢化が進む中、一層安全

で便利な道路網・道路環境の整備が求められています。 

今後は、このような状況を踏まえ、広域的な幹線道路から身近な生活道路に至

るまで、町内道路網の計画的な整備に取り組むとともに、環境と人にやさしい道

路空間づくりを進めていく必要があります。 

また、本町の公共交通機関は、ＪＲ奥羽本線の大石田駅と北大石田駅の２駅及

び山交バス株式会社による路線バス１路線のほか、町による福祉バスを定期的に

運行しています。 

これらは、町民生活における身近な交通手段として重要な役割を果たしている

ことから、利用促進に向けた取り組みを進めながら、その維持・確保、利便性向

上等に努める必要があります。 

 

【基本方針】 

広域的交通ネットワークの充実に向け、主要幹線道路等にアクセスする町内道

路網の整備を進めるとともに、地域公共交通体系の整備を検討します。 

 

【施策の体系】 

道路・交通網の整備  （１） 国・県道等の整備促進 

（２） 町道の整備 

（３） 環境と人に優しい道路空間づくり 

（４） 地域公共交通の充実 
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【主要施策】 

（１） 国・県道等の整備促進 

広域的交通アクセスの拡充に向け、東北中央自動車道（東根北～大石田村

山間）の整備を関係機関に積極的に要請していきます。 

 

（２） 町道の整備 

国・県道との連携や役割分担、町内地域間の連携強化等に配慮し、また、

地域の要望を踏まえながら、幹線道路から身近な生活道路に至るまで、町道

網の整備を計画的に推進するとともに、町民との協働により、適正管理、維

持補修に努めます。 

 

（３） 環境と人に優しい道路空間づくり 

道路整備にあたっては、災害時への対応やバリアフリー化、環境・景観の

保全に配慮した環境と人に優しい道づくりを進めます。 

 

（４） 地域公共交通の充実 

高齢者や子ども等の交通弱者の日常生活に不可欠な交通手段として、路線

バスの維持対策のほか、本町の状況に応じた地域公共交通体系の整備につい

て検討します。 

また、関係自治体との連携により、山形新幹線の利用促進に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

町道改良率 67.６％   

町道舗装率 84.1％   

大石田駅１日当たり乗降客数 1,492 人   
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２ 住宅・市街地の整備 
 

【現状と課題】 

住宅は、生活の基盤であり、安定した住まいを確保することは、豊かな暮らし

を実現する重要な要素であるとともに、まちづくりの基本となるものです。 

本町は、古くから農業を基幹産業として発展してきましたが、少子高齢化の急

速な進行や若年層の流出等に伴い人口は減少傾向にあり、定住・移住の促進に向

けた住宅・宅地の量的な充足が課題となっています。 

さらに、居住環境の総合的な快適性・安全性に対する関心が一層高まっており、

量的な充足はもとより、質的な向上も求められています。 

このため、市街地整備や民間による住宅建設の促進などを通じて新たな住宅地

の形成を進めるとともに、良質な住宅建設の促進に努める必要があります。 

また、町営住宅については、令和２年４月現在、３団地 48 戸を管理しており、 

老朽化した町営住宅の改修等を進めてきましたが、今後は、既存住宅の適正管理

に努めるとともに、町民ニーズや民間による住宅建設の動向を見極めながら、町

営住宅の整備を検討していく必要があります。 

 

【基本方針】 

定住・移住の促進と安全・安心・快適な住まいづくりに向け、新たな住宅地の

形成や良質な住宅建設の促進、町営住宅の適正管理及び整備を検討します。 

 

【施策の体系】 

住宅・市街地の整備  （１） 新たな住宅地の形成と定住の支援 

（２） 良質な住宅建設の促進 

（３） 町営住宅の適正管理と整備検討 

（４） 居住環境の総合的な整備 
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【主要施策】 

（１） 新たな住宅地の形成と定住の支援 

若者の定住及び団塊の世代の移住の促進を見据えながら、市街地整備や民

間による住宅建設の促進等により、新たな住宅地の形成を進めます。 

また、町内への住宅建設に対する助成制度や定住促進に向けた支援施策を

推進します。 

 

（２） 良質な住宅建設の促進 

国・県等関係機関や民間の協力を得ながら、高齢者や障がい者に配慮した

住宅や積雪・寒冷地域に適した住宅、地域産材を活用した住宅等、多様なニ

ーズや地域特性に即した良質な住宅の建設及び改修を促進します。 

 

（３） 町営住宅の適正管理と整備検討 

既存の町営住宅の適正な維持管理に努めるとともに、町民ニーズや民間に

よる住宅建設の動向を総合的に勘案しながら、整備に向けて検討します。 

 

（４） 居住環境の総合的な整備 

すべての町民が安全で快適に生活できる住環境を確保するため、生活道路、

公園・緑地、下水道などの生活基盤について、地域の実情を踏まえた計画的

な整備を進め、生活水準の維持に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

町営住宅戸数 48 戸   
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３ 克雪対策の推進 
 

【現状と課題】 

本町は、県内有数の豪雪地帯であり、冬期間の町民の安定した生活の確保に向

けた対策が重要な課題となっています。 

本町ではこれまで、雪に強いまちづくりに向け、最上川や丹生川等を利用した

流雪溝の整備をはじめ、機械除雪の充実、地域内共助による思いやり除雪を推進

してきました。 

今後も、流雪溝の整備をはじめ、除雪体制の充実、親雪・利雪の推進を図ると

ともに、町民と行政との協働による総合的な克雪対策を推進していく必要があり

ます。 

 

【基本方針】 

雪に強いまちづくりに向け、町民と行政との協働による総合的な克雪対策を推

進します。 

 

【施策の体系】 

克雪対策の推進  （１） 流雪溝の整備 

（２） 除雪体制の充実 

（３） 親雪の推進 

（４） 利雪の推進 

 

【主要施策】 

（１） 流雪溝の整備 

国・県等関係機関との連携により、流雪溝の未整備地区について計画的な

整備を推進します。 

 

（２） 除雪体制の充実 

機械除雪による確実な道路確保と地域内共助による思いやり除雪による

生活空間の確保に努めます。 

また、安定した町民生活の確保に向け、除排雪機械の計画的な更新や体制

の充実強化に努めます。 
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（３） 親雪の推進 

雪を活かしたイベントの充実を図ります。 

 

（４） 利雪の推進 

農業振興と地域の活性化に向け、雪室施設等の利活用を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

町道除雪率（車道） 68.8％ 70.0％ 72.0％ 

流雪溝整備地区 30 地区 31 地区 32 地区 

 

 

 

  



 69 

４ 交通安全・防犯体制の充実 
 

【現状と課題】 

近年、交通事故は全国的に減少傾向にありますが、子どもや高齢者の死亡事故

の割合が高く、その安全対策の強化が求められています。 

本町では、交通事故の防止・抑制に向け、警察や交通安全母の会等、関係機関・

団体との連携により、子どもや高齢者を対象とした参加・体験・実践型の交通安

全教育をはじめ、広報活動や交通安全運動期間の集中啓発活動等を積極的に推進

し、官民一体となって交通安全意識の高揚を図るとともに、交通安全施設整備や

道路環境向上の促進に努めています。 

しかし、国・県道を中心とする交通量の増加をはじめ、交通マナーの低下など、

様々な要因により交通事故は依然として減少せず、令和元年における町内の交通

事故件数は 14 件、負傷者数は 16 人となっています。 

このため、高速交通体系の整備等に伴う交通量の一層の増加や高齢化の急速な

進行等も見据え、交通安全意識の高揚や交通安全施設の整備等、交通安全対策の

一層の強化が必要です。 

また、全国的に児童生徒が被害者となる凶悪犯罪の増加、インターネットや電

話を使った顔のみえない犯罪の増加、犯罪の低年齢化、広域化が進む中、犯罪か

らの安全確保が特に重視されています。 

本町では、警察や防犯協会、駅前レインボー隊等、関係機関・団体との連携に

より、防犯意識の高揚や防犯体制の充実を図り、犯罪の未然防止に努めています

が、少子高齢化や核家族化、コミュニティ意識の希薄化等に伴い、地域の犯罪防

止機能の低下も懸念されており、今後一層、防犯・地域安全体制の強化を図る必

要があります。 

 

【基本方針】 

交通事故のない町を目指し、町民の交通安全意識の高揚に努めるとともに、交

通安全施設の整備を進めます。 

また、安全・安心な暮らしの確保に向け、町民の防犯意識の高揚及び防犯・地

域安全体制の充実を図ります。 
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【施策の体系】 

交通安全・防犯体制の

充実 

 （１） 交通安全意識の高揚 

（２） 交通安全施設等の整備促進 

（３） 防犯意識の高揚 

（４） 防犯灯の設置 

 

【主要施策】 

（１） 交通安全意識の高揚 

関係機関・団体との連携により、交通安全に関わる行事や広報・啓発活動

の充実に努めるとともに、交通安全専門指導員や交通指導員を設置し、保育

所、学校、職場、地域社会などあらゆる機会を捉えた交通安全教育の徹底に

努めます。 

また、交通安全推進協議会等の関係団体の組織の充実を促進します。 

 

（２） 交通安全施設等の整備促進 

高速交通体系の整備等に伴い交通量の増加が見込まれる場所について、交

通安全施設の整備充実及び道路環境の整備を促進していきます。 

 

（３） 防犯意識の高揚 

警察や防犯協会、駅前レインボー隊等、関係機関・団体との連携により、

防犯に関わる行事や広報・啓発活動等を通じて町民の防犯意識の高揚に努め

るとともに、地域ぐるみの各種防犯・地域安全活動を促進します。 

 

（４） 防犯灯の設置 

夜間における防犯環境の向上に向け、通学路を中心とした防犯灯の設置・

改修を計画的に推進します。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

交通事故発生件数 14 件   

犯罪発生件数 37 件   

防犯灯設置数 91 基 100 基 110 基 
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５ 防災体制の充実 
 

【現状と課題】 

安全・安心の要望が高まる中、あらゆる災害に強いまちづくりが強く求められ

ています。 

本町の消防体制は、昭和50年４月から隣接する尾花沢市に消防事務を委託し、

令和元年度には、大石田分署を移設しています。さらに、大石田町消防団（４分

団、団員定数 380 人 令和 2 年 4 月現在）との緊密な連携により、地域消防・

防災体制を構築しています。 

しかし、地域の消防・防災の要である消防団においても、団員数の減少や団員

の高齢化など、消防力の低下が懸念されています。 

施設面においても、防火水槽・消火栓等の消防水利の拡充や小型消防ポンプ及

び消防ポンプ自動車の計画的な更新が必要とされています。 

このため、常備消防による消防・救急体制の充実を進めながら、時代に即した

消防団の活性化対策を推進するとともに、消防施設全般の整備充実を進めていく

必要があります。 

また、全国的に大地震や集中豪雨による激甚災害が多発しており、防災体制の

一層の強化が求められています。 

特に、高齢化の急速な進行の中、災害時要援護者等の情報収集・情報伝達及び

避難対策の確立や急傾斜地等の危険箇所の把握・周知及び災害防止への対応が課

題となっています。 

今後は、地域防災計画に基づき、関連機関、町民が一体となった総合的な防災

体制を確立していく必要があります。 

また、世界各地でテロや有事が発生する中、武力攻撃等の緊急事態への備えも

求められており、平成 18 年度に策定した国民保護計画に基づく取り組みを進め

ていく必要があります。 

 

【基本方針】 

あらゆる災害に強い安全・安心なまちづくりを進めるため、消防・救急体制の

充実や消防団の活性化による地域消防力の一層の強化を図るとともに、地域防災

計画に基づく総合的な防災体制の確立を図ります。 
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【施策の体系】 

防災体制の充実  （１） 消防団の活性化 

（２） 消防施設の整備充実 

（３） 広域消防の検討 

（４） 総合的な防災体制の確立 

（５） 防火・防災意識の高揚と自主防災組織

の育成 

（６） 治山・治水対策の促進 

（７） 武力攻撃等の緊急事態対策の推進 

 

【主要施策】 

（１） 消防団の活性化 

広報・啓発活動等を通じて消防団活動に対する町民の理解と協力を得なが

ら、団員確保の推進や研修・訓練の充実による資質の向上等、消防団活性化

対策を推進します。 

 

（２） 消防施設の整備充実 

老朽化や状態変化による能力不足等の状況に応じ、防火水槽・消火栓・消

防ポンプ車をはじめとする各種消防施設の整備充実を計画的に推進します。 

 

（３） 広域消防の検討 

村山地域における市町の広域消防の基本的な考え方を踏まえて、現実的な

広域消防について検討します。 

 

（４） 総合的な防災体制の確立 

地域防災計画等の指針を適宜見直しながら、これに基づき、町及び防災関

連機関、町民が一体となった総合的な防災体制の確立を図ります。 

特に、災害時の情報発信体制を拡充するとともに、災害時要援護者の避難

支援体制の充実、備蓄施設等防災施設の整備充実及び備蓄資機材の充実、避

難所・避難場所の充実及び周知徹底を図ります。 

 

（５） 防火・防災意識の高揚と自主防災組織の育成 

広報・啓発活動の推進や総合的なハザードマップの作成・活用、防火・防

災訓練の実施を図るとともに、地域防災の要となる自主防災組織の育成及び

活動支援に努め、町民の防火・防災意識の高揚と地域ぐるみの防火・防災体

制の確立を図ります。 
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（６） 治山・治水対策の促進 

危険箇所の把握・周知を行いながら、関係機関との連携により、河川の改

修や急傾斜地の崩壊防止等、治山・治水対策を促進していきます。 

 

（７） 武力攻撃等の緊急事態対策の推進 

武力攻撃等の緊急事態に対処するため、国民保護計画に基づき、平素から

の備えや事態発生時の即応体制の整備に関する取り組みを推進します。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

自主防災組織組織率 92.7％ 100％ 100％ 

火災発生件数 3 件 ０件 ０件 

町防災訓練実施回数 １回 ２回 ２回 
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６ 情報通信環境の整備 
 

【現状と課題】 

インターネットやスマートフォンの急速な普及に伴って、誰もが様々な情報を

瞬時に収集できる時代が到来し、自治体では、インターネットを利用して各種行

政サービスを提供・公開しています。 

本町では、平成２２年度に光ファイバー網による超高速ブロードバンドを町全

域に整備し、高度情報通信基盤の充実を図っていますので、それらを活用しなが

ら国が進める自治体ＤＸ推進計画に基づいたデジタル社会の早期構築を進める

必要があります。 

一方、今後、デジタル化は地域活性化やまちづくりの戦略として、また行政手

続きのオンライン化や危機管理にも活用できるため、各家庭や個人へのさらなる

普及が図られるものと予想されます。 

今後は、個人情報保護などセキュリティ対策を強化しながら、情報通信基盤の

有効活用を進めていきます。 

 

【基本方針】 

町民生活の質的向上と町全体の活性化に向け、情報通信基盤の整備と併せて個

人情報保護の対策強化を推進します。 

 

【施策の体系】 

情報通信環境の整備  （１）地域情報化の推進と行政手続きの簡素化 

（２）個人情報の保護と情報セキュリティ対策

の強化 

（３）行政情報発信の充実強化 

 

【主要施策】 

（１） 地域情報化の推進と行政手続きの簡素化 

インターネットなどの情報通信技術（ＩＣＴ）の活用とマイナンバーカー

ドの普及促進を図ることにより、各種申請・届出等行政手続のオンライン化

をはじめ、既存の情報システムの充実など行政内部の情報化に努め、町民の

利便性の向上と行政事務の簡素化・合理化を図るなど、町全体の情報化を一

層推進します。 
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（２） 個人情報の保護と情報セキュリティ対策の強化 

個人情報保護法及び個人情報保護条例の遵守と情報セキュリティポリシ

ーの適正な運用に努め、個人情報保護をはじめとする情報セキュリティ対策

を一層強化し、情報システムの安全性と信頼性の確保を図ります。 

 

（３） 行政情報発信の充実強化 

ホームページにおける行政情報の内容の充実を図るとともに、ＳＮＳを活

用するなど、町民への情報発信の充実強化を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

町ホームページアクセス件数 482,393 件   

マイナンバーカード交付率 9.18％   
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７ 消費者行政の充実 
 

【現状と課題】 

近年、インターネットによる有料サイトの架空請求、振り込め詐欺等、消費生

活に関する様々な問題が発生し、自治体においても、これらへの対応の強化が求

められています。 

本町では、県消費生活センターとの連携により、消費者への啓発や情報提供、

消費生活の相談等を行い、消費者対策を推進しています。 

しかし、本町においても消費者トラブルが増加傾向にあり、今後は、消費者自

らがトラブルの防止や消費生活の質的向上を図れるよう、消費者教育・啓発や情

報提供、相談の充実等を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

消費者の自立促進に努め、近年の環境変化に即した消費者行政を推進します。 

 

【施策の体系】 

消費者行政の充実  （１） 消費生活に関する情報の提供 

（２） 消費生活相談の実施 

 

【主要施策】 

（１） 消費生活に関する情報の提供 

消費者向けパンフレットの配布等を通じて、消費者教育・啓発、消費生活

情報の提供を行い、消費者の自立促進に努めます。 

 

（２） 消費生活相談の実施 

未然のトラブル防止や発生後の適切な対応のため、県消費生活センター等

関係機関との連携により、消費生活相談体制の充実に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

消費生活相談件数 ３件   
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基本目標４ 快適でやすらぎのあるまち 

づくり 
 

１ 環境保全活動の推進 
 

【現状と課題】 

自然環境の保全は、地球温暖化対策を進めるうえで世界的な課題となっていま

す。 

このような中、自治体においても、持続可能な循環型社会の形成に向けた具体

的な行動の推進が強く求められています。 

本町は、西吾妻山に源流を発し、日本海へ注ぐ母なる川「最上川」をはじめ、

丹生川など大小の河川が流れ、潤いある水辺空間に恵まれているほか、市街地の

外縁は山々の緑につつまれています。 

また、川前地区には、貴重なギフチョウとヒメギフチョウの混生地を有するな

ど、豊かな自然を誇っています。 

本町ではこれまで、これらの自然保護に努めてきたほか、「クリーンアップお

おいしだ」等の清掃活動をはじめとする町民の環境美化運動の推進、騒音・振動・

悪臭の防止、大気汚染の防止等、環境保全に関わる各種施策を推進してきました。 

今後とも、最上川等の潤いのある水辺空間を有する町として、環境を重視した

地球に優しいまちづくりを重点施策と位置付け、豊かな自然環境の保全をはじめ、

環境問題への対応を町民との協働のもとに総合的に推進し、環境負荷の少ない持

続可能な社会の形成を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

持続可能な循環型社会の形成に向け、総合的な環境施策を町民及び事業者と一

体となって推進します。 
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【施策の体系】 

環境保全活動の推進  （１） 環境保全意識の高揚 

（２） 環境保全活動の促進 

（３） 公害等環境問題への対応 

（４） 美化運動の推進 

（５） 地球温暖化対策の推進 

（６） 新エネルギー施策の推進 

 

【主要施策】 

（１） 環境保全意識の高揚 

環境保全に関わる広報・啓発活動や環境学習を積極的に推進し、町民の環

境保全意識の高揚に努めます。 

 

（２） 環境保全活動の促進 

環境美化運動の推進、リサイクル運動、マイバッグ運動等、町民の自主的

な環境保全活動の拡大・定着化、ボランティアの育成・支援に努めます。 

また、希少野生動植物種の保護や河川等の水辺の豊かな自然環境の保全に

努めます。 

 

（３） 公害等環境問題への対応 

河川の水質汚濁をはじめ、騒音・悪臭・振動等の公害に対し、関係機関と

の連携により、監視・指導を推進し、未然防止及び適切な対応に努めます。 

 

（４） 美化運動の推進 

町民の参加のもと、最上川の一斉清掃や美化活動の推進に努めます。 

 

（５） 地球温暖化対策の推進 

地球温暖化防止実行計画を策定し、役場の事務事業で発生する温室効果ガ

スの排出削減を図るとともに、町全体への波及に向けた啓発等に努めます。 

 

（６） 新エネルギー施策の推進 

地域新エネルギービジョンを策定し、公共施設における太陽光発電施設の

設置や公用車へのクリーンエネルギー自動車の導入、家庭や事業所における

太陽光発電施設の設置促進等、環境負荷の少ない新エネルギーの導入に向け

た取り組みを推進します。 

 



 79 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

クリーンエネルギー公用車導入

台数 
０台 １台 １台 

再生可能エネルギー設備導入数 ２台   

クリーンアップおおいしだ参加

者数 
11,000 人   

 

  



 80 

２ 廃棄物処理対策の充実 
 

【現状と課題】 

地球規模で環境保全の重要性・緊急性が叫ばれる中、従来からの社会・経済の

仕組みや生活様式を根本から見直し、循環を基調とするごみゼロ社会を形成して

いくことが求められています。 

本町におけるごみは、本町と尾花沢市で運営している尾花沢市大石田町環境衛

生事業組合において広域的に収集・処理しています。 

本町ではこれまで、広報・啓発活動等を通じたごみの減量化や分別排出をはじ

め、生ごみ処理機購入補助等により、リサイクルの促進に努めるとともに、年２

回の不法投棄巡回監視を行い、不法投棄対策も進めてきました。 

その結果、ごみの排出量や不法投棄は減少傾向にあります。 

このため、今後は、ごみの排出動向や廃棄物・リサイクル関連法を踏まえなが

ら、広域的なごみ処理体制の充実を進めるとともに、町民の理解と協力のもと、

ごみの減量化やリサイクル、不法投棄の防止等に一層積極的に取り組み、循環型

社会の形成を目指していく必要があります。 

また、し尿についても、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合において広域的に

収集・処理していますが、今後とも適正な収集・処理体制の充実を図る必要があ

ります。 

 

【基本方針】 

循環型のごみゼロ社会の形成に向け、広域的な収集・処理体制の充実を進めな

がら、３Ｒ運動（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生

使用）の促進に努めるとともに、広域的なし尿収集・処理体制の充実を図ります。 

 

【施策の体系】 

廃棄物処理対策の充実  （１） ごみ収集・処理体制の充実 

（２） ３Ｒ運動の促進 

（３） ごみの不法投棄の防止 

（４） し尿収集・処理体制の充実 
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【主要施策】 

（１） ごみ収集・処理体制の充実 

広域的連携により、ごみの排出動向や関連法等に即した分別収集体制の充

実、広報・啓発活動等を通じた分別排出の徹底に努めるとともに、環境衛生

センターの適正な管理・運営等、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合による

処理・処分体制、リサイクル体制の充実を図ります。 

 

（２） ３Ｒ運動の促進 

広報・啓発活動や推進団体の育成等を通じ、町民や事業者の自主的な３Ｒ

運動（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生使用）

を促進し、ごみの減量化とごみを出さない生活様式及び社会・経済システム

への転換を進めます。 

 

（３） ごみの不法投棄の防止 

町民との協働により、不法投棄巡回監視を引き続き行い、不法投棄の防止

に努めるとともに、監視体制の強化を図ります。 

 

（４） し尿収集・処理体制の充実 

広域的連携により、収集・運搬体制の確立に努めるとともに、下水道事業

の進捗に伴うし尿の減少と浄化槽汚泥の増加も見据えながら、尾花沢市大石

田町環境衛生事業組合によるし尿及び浄化槽汚泥処理体制の充実を図りま

す。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

一般廃棄物リサイクル率 14.0％ 14.8％ 15.0％ 

町民１人当たりごみ排出量 265 ㎏ 240 ㎏ 215 ㎏ 

ごみ不法投棄件数 ２件 ０件 ０件 
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３ 上水道・下水道の整備 
 

【現状と課題】 

健康で快適な町民生活に欠くことのできない重要な社会基盤である上水道は、

現在、町内全域にわたり整備されています。 

今後は、上水道施設の老朽化への対応や耐震化、水質保全等を計画的に推進し、

安全・安心な水の安定供給に努めていく必要があります。 

下水道は、快適で住みよい居住環境づくりと河川や湖沼等の公共用水域の水質

汚濁の防止・改善、循環型社会形成への貢献等、多面的な機能を持ち、人々の生

活に大きな役割を果たしています。 

本町は、現在、一部地区を除き、ほぼ町内全域にわたり公共下水道が整備され

ていることから、今後は、未加入者の加入促進、下水道施設の適正な維持管理に

努めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

上水道事業は、老朽化した水道施設の更新や既存施設の耐震化を進めるととも

に、事業運営に必要な収益の確保、経営基盤の強化を図ります。 

下水道事業は、既存施設の耐震化を進めるとともに、経営の安定化を推進しま

す。 

 

【施策の体系】 

上水道・下水道の整備  （１） 計画的な上水道施設の整備 

（２） 公共下水道への加入啓発と合併処理

浄化槽設備の整備促進 

（３） 農業集落排水事業の健全運営 
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【主要施策】 

（１） 計画的な上水道施設の整備 

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合による老朽化施設の更新や既存施設

の耐震化等、上水道施設の計画的な整備と長寿命化を図ります。 

 

（２） 公共下水道への加入啓発と合併処理浄化槽設備の整備促進 

水環境保全に関する広報・啓発活動や補助等を通して、公共下水道の加入

と合併処理浄化槽設備の整備を促進するとともに、公共下水道の適正な維持

管理・長寿命化の促進に努めます。 

 

（３） 農業集落排水事業の健全運営 

農業集落排水施設の適正な維持管理を図るとともに、事務事業の効率化や

経費の節減等を進め、受益者負担の適正化の観点から、事業運営に必要な使

用料水準への改定を検討し、農業集落排水事業の健全な運営に努めます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

公共下水道水洗化率 95.6％ 97.0％ 99.0％ 

農業集落排水水洗化率 91.4％ 95.0％ 99.0％ 
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４ 公園・緑地等の整備 
 

【現状と課題】 

公園や緑地は、スポーツ・レクリエーションの場、交流・憩いの場、子どもの

遊び場、さらに災害時の避難場所となる重要な施設です。 

本町は、最上川や山々の緑につつまれた優れた自然環境・景観を誇る町であり、

自然の緑や水に親しめる場は数多くあります。 

今後は、身近な交流の場、憩いの場、子どもの遊び場としての環境整備ととも

に、防災空間としての施設設備の充実を図る必要があります。 

 

【基本方針】 

町民の憩いの場、交流の場を確保するため、身近な公園・緑地等の充実を図り

ます。 

 

【施策の体系】 

公園・緑地等の整備  （１） 身近な公園・緑地等の充実 

 

 

【主要施策】 

（１） 身近な公園・緑地等の充実 

町民の交流の場、憩いの場、子どもの遊び場、防災空間を確保するため、

身近な公園・緑地の施設設備の充実を図ります。 

 

【目標指標】 

 

 

 

 

  

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

都市公園数 ４箇所 ４箇所 ４箇所 
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５ 景観の保全・整備 
 

【現状と課題】 

美しい景観の形成は、自然環境の保全と併せて豊かな暮らしに欠くことのでき

ないものです。 

近年では、全国的に地域をあげて景観形成に取り組む地域が増えてきています。 

本町は、最上川や山々の緑などの自然環境、多くの文人墨客に愛され詠われた

美しい風景など、かけがえのない自然景観を誇ります。 

また、最上川舟運の歴史を伝える河岸や蔵の町並みなどの貴重な歴史・文化資

源が息づいています。 

今後とも、町民や事業者の理解と協力のもと、かけがえのない自然景観や貴重

な歴史・文化資源の保存に努めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

本町特有の自然景観や歴史・文化資源の保存に努めます。 

 

【施策の体系】 

景観の保全・整備  （１） 景観の保全 

 

 

【主要施策】 

（１） 景観の保全 

本町特有の自然景観や最上川舟運の歴史を伝える河岸などは貴重な景観

資源となっているため、町民や関係機関との連携を図りながら、地域の特性

を活かした景観の保全に努めます。 

 

 

【目標指標】 

 

 

 

 

 

  

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

登録文化財登録件数（名勝） ６件   
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基本目標５ 豊かな心を育む教育・文化の

まちづくり 
 

１ 地域とともにある学校づくりの推進 
 

【現状と課題】 

社会情勢や地域・学校の実態と要望に応えるために、すべての学校に学校運営

協議会を設置しています。さらに、大石田中学校を核とした全小中学校による大

石田学園を構成し、小中一貫した教育を推進してきました。これらによって、子

どもたちは規範意識や地域との関わりなど人間性のかん養について十分な成長

が見られます。 

これからも、地域共生・地域貢献を念頭におき、誇りと絆と向上心を育むため、

可能性を引き出し、良さを伸ばし、心に灯をつける教育を、学校・家庭・地域が

一体となった活動を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

誇り（ふるさとを愛し、地域の文化や伝統を大切にする）と絆（学校・家庭・

地域のふれあいと交流で活力に満ちる）と向上心（学ぶ楽しさやよさを実感し、

いきいきと学びに向かう）を育む教育を、学校・家庭・地域が一体となり推進し

ます。 

 

【施策の体系】 

地域とともにある学校 

づくりの推進 

 （１） 地域学校協働活動の積極的推進 

（２） 「引」「伸」「灯」教育の推進 

（３） 開かれた信頼される学校づくり 

 

【主要施策】 

（１） 地域学校協働活動の積極的推進 

学校経営に対する地域住民や各種企業・団体等の参画を組織的に進めるこ

とにより、未来を担う子どもたちの成長を支え合う地域学校協働活動の取り

組みを推進します。 
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コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的推進により、新たな

価値を生み出す社会に開かれた教育活動を推進し、多様で良質な学びの機会

を保障します。 

行政を含めた教育・福祉・保健等関係機関の連携をもとにして、家庭教育

に関するきめ細かな支援と相談機能の充実を図ります。 

 

（２） 「引」「伸」「灯」教育の推進 

「可能性を引き出し、良さを伸ばし、心に灯をつける」という視点を常に

意識して、子どもからお年寄りまで、あらゆる年代に応じた教育活動を展開

し、一人ひとりを大切にする教育活動を推進します。 

地域共生・地域貢献を念頭におき、「誇り（ふるさとを愛し、地域の文化

や伝統を大切にする）」と「絆（学校・家庭・地域のふれあいと交流で活力

に満ちる）」と「向上心（学ぶ楽しさやよさを実感し、いきいきと学びに向

かう）」を育む教育を推進します。 

 

（３） 開かれた信頼される学校づくり 

学校施設の地域への開放をはじめ、児童生徒や教職員の地域社会との交流、

家庭や地域の声を反映した学校運営の推進を通して、開かれた信頼される学

校づくりを進めます。 

学校と地域の双方向の発信を通した連携協働により、地域の特性を生かし

た魅力ある学校づくり、生きがいのある元気な地域づくりを進めます。 

 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

大石田町教育方針評価シート 

集計表平均値 
３．７   
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２ 学校教育の充実 

 

【現状と課題】 

保護者や児童生徒を取り巻く環境が大きく変化する状況にあって、国において

は、平成 29 年に小・中学校の学習指導要領の改訂がなされ、小学校では令和 2

年度、中学校では令和 3 年度から実施されるとともに、第３期教育振興基本計画

が策定され教育の方向性が示されています。 

本町ではこれまで、学校施設の整備及び統合を推進し、快適で安全な「学びの

環境」づくりに努めるとともに、確かな学力や豊かな心、健やかな体など生きる

力の育成に向けた教育内容の充実等を積極的に進めてきましたが、社会の変化に

適応するのみならず、子どもたちの未来を切り開き生き抜く力の育成を重視した

教育内容の充実、社会の変化に対応する教育の推進、小中一貫教育の推進に向け

た教育内容の工夫と統合への準備、多様なニーズに対応した教育機会の提供、安

全対策・通学対策の推進、学校給食の充実等、総合的な取り組みを進めていく必

要があります。 

 

【基本方針】 

生き抜く力（学力・人間力・社会力）を身に付けた創造性豊かな児童生徒を育

成するため、教育の情報化の推進など、教育内容の充実に努め、学校施設の整備

等、総合的な教育環境の充実を図ります。 

 

【施策の体系】 

学校教育の充実  （１） 生き抜く力の育成を重視した教育内

容の充実 

（２） 社会の変化に対応する教育の推進 

（３） 小中一貫教育の推進に向けた教育内

容の工夫と統合への準備 

（４） 多様なニーズに対応した教育機会の

提供 

（５） 安全対策・通学対策の推進 

（６） 学校給食の充実 
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【主要施策】 

（１） 生き抜く力の育成を重視した教育内容の充実 

学力（まなぶ力）の向上を支える基礎的な知識と技能及び思考力・判断力・

表現力を育成するため、読解力の向上を図り、主体的・協働的に取り組む探

究型学習を促進します。 

人間力（やりぬく力）の土台となる、考え抜く姿勢、困難を乗り越えよう

とする強い意志、健やかな体力を育成するため、学習方法の工夫、特別活動

や学校行事への主体的な参画、体力・運動能力の向上及び健康教育の充実に

努めます。 

社会力（つながる力）の育成に向け、人との関わりや体験活動を重視し、

道徳教育や人権教育、福祉教育等の充実を図り、規範意識及び人間関係を構

築する力を高めます。 

 

（２） 社会の変化に対応する教育の推進 

情報活用能力（ＩＣＴ）や外国語能力（国際化）を伸ばす教育環境を整備・

活用し、未来を切り開く力の基礎作りを行います。 

また、専門性の高い高等学校・大学の教育力や、各種分野における一流講

師の積極的な活用を通して、学びが好きになる学校づくりを推進します。 

 

（３） 小中一貫教育の推進に向けた教育内容の工夫と統合への準備 

教育環境の充実を図るため、児童生徒数の減少を見据えた小学校の統合計

画を作成し、小中９年間の子どもの育ちを支える小中一貫教育を推進します。 

また、小学校の統合に向けた準備及び中学校への円滑な接続を図るため、

３つの小学校の同学年同士が一緒に学ぶ機会を定期的に実施し、スムーズな

統合へと繋げていきます。 

 

（４）多様なニーズに対応した教育機会の提供 

特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の実情を考慮し、学校における

特別支援教育の充実を図るとともに、個に応じた適切な就学相談・指導に努

めます。 

また、いじめや不登校などの心の問題に対し、心の教室相談員を中学校に

配置して、小学校も含めた形で相談・指導の充実を図ります。 

さらに、経済的困難を抱える家庭等に対する就学支援・援助を展開します。 

 

（５） 安全対策・通学対策の推進 

施設・設備の定期的な安全点検を通して各学校との連携を強化し、児童生

徒が安心して学校生活を送れるよう努めます。 

スクールガードリーダーの配置や関係団体による見守り活動の促進等に
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より、登下校時の児童生徒の安全対策の強化を図ります。 

また、遠隔地の児童生徒が安全・安心に通学できるよう、スクールバスの

運行の維持・充実を図ります。 

 

（６） 学校給食の充実 

学校給食センターの適正な管理・運営を図るとともに、地産地消や食育の

視点に立った取り組みを進めます。 

また、安全・安心な米飯を学校給食に提供するため、山形連携中枢都市圏

連携事業における広域米飯施設との連携を進めます。 

 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

児童生徒数 ４３９人 ３５０人  

教育用ＰＣ１台当たりの児童生

徒数 
３人／台 １人／台 １人／台 

教育用大型掲示装置配置台数 

（電子黒板） 
０台 

１２台 

（50％） 

２４台 

（100％） 
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３ 生涯学習体制の充実 
 

【現状と課題】 

情報化の進展、教育水準の向上や自由時間の増大等を背景として、心の豊かさ

や自分らしさの発見等、豊かな生活を送るために、子どもから高齢者までのあら

ゆる年齢層の町民が、生涯を通じて誰もが学べる社会の実現が求められています。 

本町ではこれまで、学習情報の提供や生涯学習事業の推進、各種社会教育団体

の育成、指導者やボランティアの確保等に努め、町民の多様な学習要求に応えな

がら、主体的に活動できるよう支援してきました。 

しかし、ＩＣＴの進展やグローバル化の急速な進行、社会・経済情勢の急激な

変化、さらには環境や安全・安心への意識の高まりなどにより、各世代における

学習ニーズが多岐にわたってきており、これらへの適切な対応が求められていま

す。 

また、地域社会の人間関係の希薄化や教育に関わる課題が多様化・複雑化して

いる現在の社会状況において、学校・家庭・地域が連携して地域の教育力を高め、

地域コミュニティの活性化を図っていくことが求められます。 

このため、生涯学習施設「町民交流センター（虹のプラザ）」の積極的活用を

図るとともに、町民の各世代の学習ニーズを的確に把握しながら、生涯学習事業

の推進や関係団体の育成・支援を行い、生涯学習体制の充実を図っていくことが

必要です。 

 

 

【基本方針】 

子どもから高齢者まで、生涯にわたって心豊かに充実した生活を営むことがで

きるよう多様な学習活動を支援し、誰もが学べる生涯学習環境の整備を推進しま

す。 

 

【施策の体系】 

生涯学習体制の充実  （１） 生涯学習施設「町民交流センター（虹

のプラザ）」の積極的活用 

（２） 生涯学習情報の提供と図書館の充実 

（３） 生涯学習事業の推進 

（４） 各種団体等の活動支援と指導者の育成 

（５） 学習成果の活用 

 

 



 92 

【主要施策】 

（１） 生涯学習施設「町民交流センター（虹のプラザ）」の積極的活用 

生涯学習推進の拠点となる虹のプラザについて、誰もが使いやすく学びや

すい環境づくりに努め、積極的な利用の促進に努めます。 

また、地域課題の解決に向けた学習の機会及び実践の場を提供し、活力あ

るコミュニティの形成を支援します。 

 

（２） 生涯学習情報の提供と図書館の充実 

子どもから高齢者まで、幅広い年齢の多様な学習活動を支援するとともに、

利用者のニーズや社会情勢に沿った学習情報の提供に努めます。 

また、利用しやすい図書館づくりを進めるとともに、幅広い世代の交流機

会の拡大を目指し、適時性を伴った魅力ある企画展示やイベントを充実させ

ます。 

 

（３） 生涯学習事業の推進 

常に各世代の学習ニーズの的確な把握に努め、幼児・児童・生徒・青少年・

成人・高齢者の各世代に応じた生涯学習活動を企画・推進します。 

また、公民館分館においては、中央公民館との連携を密にしながら、地域

住民との協働による生涯学習活動の充実を図ります。 

さらに、事業推進にあたっては、町ホームページや広報紙、各種関連施設

への掲示等、多様な情報提供の場を活用し、町民への周知と参加意欲の向上

を図ります。 

 

（４） 各種団体等の活動支援と指導者の育成 

各種社会教育団体、学習団体及びグループ等の育成・発展に努め、自発的

な学習活動を引き出し支援することによって、学び続ける風土を育てます。 

また、様々な分野における生涯学習の指導者やボランティア等の育成・確

保に努め、町民のニーズに応える学習団体が継続・発展するよう努めます。 

 

（５） 学習成果の活用 

町民の学習活動を支援し、その成果を発表する場及び活用する場を確保す

ることにより、学び続ける意欲を高めます。 

また、町民の学習成果を共有することにより、生涯学習社会を実現し、人

づくり及びまちづくりに役立てます。 
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【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

大石田町交流センター・中央公

民館利用者数 
17,653 人   

生涯学習関連講座・教室参加者

数 
305 人   

町立図書館来館者数 23,239 人   

町立図書館蔵書数 57,642 冊   
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４ 文化芸術・スポーツの振興 
 

【現状と課題】 

文化芸術は、町民に喜びや感動、心の安らぎをもたらし、町民の感性や創造す

る力を培うことで、地域の文化を知り地域への誇りや愛着を育み、生きる力とな

ります。 

そのため、より質の高い芸術に触れる機会を充実し、「町民一人１芸術文化活

動」を目指し、心豊かな地域文化の形成と芸術の振興を図るため、町民主体の芸

術文化活動を推進していく必要があります。 

また、スポーツは、心身の健康増進や体力の向上をもたらすとともに、夢や感

動を町民に与え、一体感や地域への誇りを醸成するものです。 

本町ではこれまで、「町民一人１スポーツ」をスローガンに掲げ、町スポーツ

協会と連携を図りながらスポーツ活動の活性化を進めてきました。今後は、町民

がそれぞれの体力や年齢に応じたライフスタイルにあったスポーツ活動ができ

るよう、誰もが参加できるスポーツ活動の環境づくりが求められます。 

さらに、町民が生きがいを持って主体的に活動できるよう町芸術文化協会や大

石田スポーツクラブ等の組織の強化や活動の活性化を図っていく必要がありま

す。 

 

【基本方針】 

町民に安らぎと喜びを与える文化芸術及び元気と感動を与えるスポーツにつ

いて、町民のニーズを把握し、既存施設の有効活用や各種団体への支援を通して

活性を図り、町民の主体的な活動の促進に努めます。 

 

【施策の体系】 

文化芸術・スポーツ 

の振興 

 （１） 心豊かな地域文化の形成と芸術の 

振興 

（２） 元気と感動を与えるスポーツの普及 

推進 

（３） 主体的な活動を促進する組織体制の 

確立 

 

【主要施策】 

（１） 心豊かな地域文化の形成と芸術の振興 

地域の歴史・文化の継承と個性あふれる文化の創造に向け、町民主体の芸
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術文化活動を一層推進します。 

また、文化や芸術を振興するための指導者やボランティアの育成・確保、

より質の高い芸術に触れる機会の充実を通して「町民一人１芸術文化活動」

を促進し、活性化を図ります。 

歴史民俗資料館の整備・運営の充実を図り、啓発活動や講座、展示、情報

発信を通して町内外の人々の意識の向上に努めます。 

さらに、指定文化財の適正な保存・保護に努めるとともに、駒籠楯跡等の

埋蔵文化財についても計画的に調査を進めます。 

 

（２） 元気と感動を与えるスポーツの普及推進 

スポーツ基本法第１０条に基づき、国が平成２９年３月に策定した第２期

スポーツ基本計画を参酌して、山形県スポーツ推進計画の内容を踏まえなが

ら、スポーツに関する施策を展開します。 

すべての町民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行えるよ

う町民ニーズの把握に努め、誰もが参加できるスポーツ活動の場の提供と充

実を図ります。 

また、ライフスタイルにあったスポーツ・レクリエーションのあり方、ス

ポーツの必要性・重要性に関する啓発活動等を通して「町民一人１スポーツ」

を普及推進していきます。 

スポーツ協会をはじめ、各種スポーツ団体の育成・支援に努めるとともに、

地域と一体となった指導者やボランティアの育成・確保に努め、スポーツ活

動の活性化を促進します。 

さらに、各種競技団体との連携を通して競技スポーツの強化を図るととも

に、東北・全国・世界大会に出場する選手への支援や顕彰を行い、優秀な選

手の育成に努めます。 

 

（３） 主体的な活動を促進する組織体制の確立 

芸術文化を愛する各種団体等が生きがいを持って主体的に活動できるよ

う、町芸術文化協会の組織の活性化に向けた支援に努めてまいります。 

「いつでも・どこでも・だれでも」、スポーツ活動を通した仲間づくり・

体力づくりができるよう、「大石田スポーツクラブ」の組織体制の強化と活

動の活性化を図ります。 
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【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

芸術文化団体登録者数 217 人   

指定文化財登録件数 37 件   

登録文化財登録件数 ３８件   

歴史民俗資料館入館者数 2,298 人   

体育施設利用者数 15,631 人   

夜間照明施設利用者総数 863 人   

社会体育事業参加者数 1,538 人   

大石田スポーツクラブ会員数 54 人   
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５ 青少年の健全育成の推進 
 

【現状と課題】 

少子高齢化や核家族化が進み社会・経済情勢が変化する中で、青少年を取り巻

く環境は年々変化し、全国的にも青少年を巡る様々な問題が表面化しています。 

本町では、学校・家庭・地域・行政が一体となり非行防止や有害図書の浄化等、

健全な社会環境づくりに向けた活動を進めているほか、青少年に対する体験活動

や交流活動、ボランティア活動の参加促進により、青少年や青少年団体等の育成・

支援に努め、青少年の健全育成に取り組んでいます。 

今後とも、青少年の健全育成は本町の重要課題と位置づけ、町ぐるみの支援体

制を確立し、青少年の健全育成活動を推進していく必要があります。 

 

【基本方針】 

青少年が健全に育成されるよう、学校・家庭・地域・行政が一体となった町ぐ

るみの支援体制を確立し、健全な社会環境づくりに向けた活動を推進します。 

 

【施策の体系】 

青少年の健全育成の 

推進 

 （１） 青少年健全育成活動の充実 

（２） 家庭・地域の教育機能の向上 

（３） 青少年団体の育成と体験・交流活動 

への参画促進 

 

【主要施策】 

（１） 青少年健全育成活動の充実 

「青少年育成町民会議」及び「青少年育成推進員会」の活性化を図るとと

もに、青少年の健全育成に取り組む団体等を育成・支援しながら、学校・家

庭・地域・行政が一体となった青少年健全育成のネットワークづくりを進め

ます。 

また、健全な社会環境をつくるために、関係団体を中心とした非行防止や

有害図書の浄化等に関する活動、地域における声かけ運動やあいさつ運動を

進めます。 

 

（２） 家庭・地域の教育機能の向上 

家庭教育に関する講座・教室等の開催をはじめ、広報・啓発活動や相談・

情報提供の充実等を通して、家庭における教育機能の向上を図ります。 
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また、地域の教育力を生かした活動の発掘・支援に努め、地域における教

育機能の向上を図ります。 

 

（３） 青少年団体の育成と体験・交流活動への参画促進 

子ども会、青少年団体等の育成・支援に努め、講座や各種教室の開催等を

通して各団体のリーダーの育成を図ります。 

また、青少年にとって魅力ある体験・交流活動を充実させ、地域活動及び

ボランティア活動への積極的な参画を促進します。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

少年教室等参加者総数 453 人   

家庭教育講座開設数 4 講座   
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６ 国内外との交流活動の推進 

 

【現状と課題】 

ＩＣＴの進展や経済のグローバル化が急速に進み、今後はこれまで以上に技術

革新やグローバル化が加速することが考えられます。これらに対応するためには、

グローバルな視点で世界の人々と協働する力、グローカル（グローバルとローカ

ルを掛け合わせた造語。「地球規模の視野で考え、地域視点で行動する」という

考え方。）な視点で地域と協働し課題を解決する力が求められます。 

グローバル化がさらに進展する中で、国際感覚豊かな人材の育成や国際化に対

応したまちづくりがより一層必要となってくるため、異文化交流の推進による人

材の育成をはじめ、町民の国際協力活動の促進、外国人が住みやすく訪れやすい

まちづくりといった対応がこれまで以上に求められています。 

また、友好協定を締結している宮城県涌谷町をはじめ、国内における他地域と

の交流を促進し、地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

【基本方針】 

グローバル化への対応やグローカルな視点で地域の良さや課題を発見するた

め、国際交流活動、地域間交流活動を促進します。 

 

【施策の体系】 

国内外との交流活動の

推進 

 （１） 地域間交流の促進 

（２） 国際感覚豊かな人材の育成 

（３） 国際化に対応したまちづくり 

【主要施策】 

（１） 地域間交流の促進 

友好協定を締結している宮城県涌谷町とは、当町の豊かな自然環境や農業

資源及び宿泊施設等の特性・資源を生かしながら、行政と関係団体と町民が

一体となった交流活動を展開します。 

また、県内に限らず、東北・全国に視野を広げ、学校教育及び生涯学習の

場においても交流の糸口を探り、地域の活性化につなげていきます。 

 

（２）国際感覚豊かな人材の育成 

外国語の必修化等に伴い、国際理解教育専門員の積極的活用により、学校
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教育における外国語教育や外国語講座、国際理解を深める事業の充実を図り

ます。 

また、国際交流活動の中心となる民間団体やリーダーの発掘・育成、国や

県等の国際交流事業の情報提供等を行うことにより、町民の国際化への意識

を高めるとともに、国際ボランティア活動への参加等、国際協力活動の促進

に努めます。 

さらに、小中学生及び青少年の異文化交流事業を推進し、国際感覚豊かな

人材の育成を図ります。 

 

（３） 国際化に対応したまちづくり 

外国人が住みやすく、訪れやすい環境づくりに向け、多言語版のパンフレ

ット等の作成及び外国語観光案内人の育成等について検討を進めます。 

また、大石田を訪れるまたは定住する外国人に対して、役場窓口や観光関

連施設における分かりやすい対応を充実していきます。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(平成 12 年度) 

地域間交流都市数 １都市（団体）   

国際理解教育専門員 １人   
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基本目標６ みんなが主役の協働のまち 

づくり 
 

１ 町民参加のまちづくりの推進 
 

【現状と課題】 

地方分権が進展するとともに、財政状況が一層厳しさを増す中、ますます多様

化・高度化する行政ニーズに的確に対応し、自立した町を創造・経営していくた

めには、町民と行政がそれぞれの役割を理解し、協働のまちづくりを進めていく

ことが必要不可欠です。 

本町ではこれまで、広報紙やホームページを中心とする広報活動を推進すると

ともに、町政懇話会や町長と語る会の開催、各種計画作成時のアンケート調査や

パブリックコメントの実施等の広聴活動を行ってきました。 

また、情報公開条例及び個人情報保護条例の制定により、情報公開を推進して

きたほか、各種の審議会等を通じて、町民参画のもとに各種行政計画の策定・推

進に努めています。 

今後は、これらの取り組みをさらに発展させ、地方分権時代の新たなまちづく

りの仕組みとして定着するよう、町民と行政による協働体制の確立に向けた多様

な取り組みを一層積極的に進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会における課題解

決の仕組みづくりに向け、町民と行政との協働体制の確立を進めます。 

 

【施策の体系】 

町民参加のまちづくり

の推進 

 （１） 広報・広聴活動の充実 

（２） 情報公開の推進 

（３） まちづくり意識の高揚 

（４） 町民及び民間の参画・協働の促進 

（５） 町民団体、ボランティア活動及びＮＰ

Ｏ活動の充実支援 
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【主要施策】 

（１） 広報・広聴活動の充実 

広報おおいしだや議会広報等の一層の充実を図り、広報機能の強化を図り

ます。また、町政懇話会の開催等、広聴機能の強化を図ります。 

 

（２） 情報公開の推進 

公正で開かれた町政を推進するため、文書管理体制の充実のもと、情報公

開条例に基づき、個人情報の保護に留意しながら、円滑な情報公開を推進し

ます。 

 

（３） まちづくり意識の高揚 

広報・啓発活動や学校教育、生涯学習など様々な場を通じ、町の現状や課

題、今後のまちづくりに関する情報提供や学習機会の提供を図り、町民のま

ちづくり意識の高揚と知識の向上を促進します。 

 

（４） 町民及び民間の参画・協働の促進 

文化行事やイベントの企画・開催への町民の参画・協働を促進します。 

また、パブリックコメントの実施等を通じ、各種行政計画の策定・実施・

点検・見直しへの町民参画・協働を促進します。 

さらに、指定管理者制度（公共施設の管理運営を民間事業者も担えるよう

にする制度）や民間委託の推進等を通じ、公共施設の整備・管理や公共サー

ビスの提供等への町民団体・民間企業等の参入を促進します。 

 

（５） 町民団体、ボランティア活動及びＮＰＯ活動の充実支援 

町民団体、ボランティア団体及びＮＰＯ等の様々な自主的な活動に対する

支援に努めます。 

また、新たな町民団体やボランティア団体等の育成に努めるとともに、町

民団体、ボランティア団体等の交流を促進し、ボランティア情報の共有化に

努めます。 
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【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

町ホームページアクセス件数 

（再掲） 
482,393 件   

町政懇話会開催数 １回   

情報公開（開示）件数 0 件   

指定管理者制度導入施設数 23 施設   
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２ コミュニティ活動の充実 

 

【現状と課題】 

地域での連帯感や地域社会への関心が希薄化している現代社会において、コミ

ュニティ活動は、地域の福祉、環境保全、防災・防犯、児童・青少年の健全育成

などで大きな役割を果たすことが期待されています。 

本町は、古くから培われてきた豊かな地域コミュニティの土壌があり、町内会

活動等が活発で、地区での独自活動も行われています。 

しかし、近年、少子化や核家族化、生活様式の変化などにより、地域のコミュ

ニティ機能の低下や指導者の高齢化がみられるなど、コミュニティ活動の活性化

が課題となっています。 

このため、本町に残る地域間の結びつきや人との触れ合いを大切にしながら、

コミュニティ活動の活性化を促進し、自治機能の向上、再構築を進め、地域の課

題を自ら解決することができる住民自治の地域づくりを進めていく必要があり

ます。 

 

【基本方針】 

地域の課題を自ら解決することができる地域づくりと協働のまちづくりの推

進に向けて、コミュニティ活動の活性化に有効な活動支援の充実を図ります。 

 

【施策の体系】 

コミュニティ活動の 

充実 

 （１） コミュニティづくりの推進 

（２） コミュニティ活動支援の充実 

（３） コミュニティ施設の整備充実 

 

【主要施策】 

（１） コミュニティづくりの推進 

コミュニティの重要性、コミュニティ活動の状況等について広報・啓発活

動を行い、地域活動をはじめ、各種行事や生涯学習活動、ボランティア活動

への参加を促進するとともに、地域コミュニティ活動に必要な情報提供や各

種講座・研修会への参加支援を通じて、地域コミュニティリーダーの育成に

努めます。 

 

（２） コミュニティ活動支援の充実 
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共に助け合い安心して暮らせる地域づくりに向け、地域コミュニティ組織

やコミュニティ活動の活性化を促進するともに、地域住民が地域の特性を活

かし、自主的・主体的に展開する地域コミュニティ活動支援の充実を図りま

す。 

 

（３） コミュニティ施設の整備充実 

コミュニティ活動の拠点となる公民館分館等コミュニティ施設の整備充

実を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

公民館分館年間利用者数 28,398 人   

公民館分館設置数 30 館   
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３ 男女共同参画・人権尊重社会の形成 
 

【現状と課題】 

少子高齢化の急速な進行、経済活動のグローバル化等、社会・経済情勢の急激

な変化に対応していく上で、すべての人間が互いに人権を尊重し、責任を分かち

合い、性別に関わりなくその個性と能力を発揮することができる男女共同参画社

会の実現が重要な課題となっています。 

また、基本的人権の尊重を保障するため、関係諸制度の整備等、多様な取り組

みが進められてきましたが、今日もなお、子ども・女性・障がい者・高齢者・在

住外国人、その他様々な人権問題が存在します。 

こうした背景には、現代社会が内包している問題として、心の問題を軽視する

傾向、地域社会の繋がりや人間関係の希薄化、効率性と成果を優先する価値観な

どがあげられます。 

今後は、意識改革や各種委員会・審議会への女性の登用をはじめ、幅広い分野

への男女共同参画を促進する必要があります。 

また、関係機関・団体等との連携強化により、実践的な指導者の育成や内容・

教材等の充実を図りながら、新たな諸課題を含め、人権問題全般の解決に向けた

啓発を効果的かつ継続的に推進する必要があります。 

 

【基本方針】 

すべての町民が互いに人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮し、自分らしく

輝いて暮らせる社会の実現に向け、男女共同参画社会づくりに向けた効果的な普

及・啓発や性別にとらわれない社会参画の促進を図ります。 

また、すべての人の人権を尊重する町民の育成に向け、人権教育・啓発を効果

的かつ継続的に推進します。 

 

【施策の体系】 

男女共同参画・人権 

尊重社会の形成 

 （１） 男女共同参画意識の醸成 

（２） 男女共同参画社会の形成の促進 

（３） 人権教育・啓発推進体制の充実 

（４） 人権教育・啓発の推進 

（５） 人権問題に関する相談体制の充実 
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【主要施策】 

（１） 男女共同参画意識の醸成 

男女共同参画意識の高揚を図るため、広報・啓発活動や学校教育、生涯学

習活動等を通じて、男女共同参画意識の醸成に努めます。 

また、セクシャルハラスメントやドメスティックバイオレンスなどのすべ

ての差別や暴力を認めず、町民の様々な悩みに応えるため、関係機関と連携

しながら相談・援護体制の充実を図ります。 

 

（２） 男女共同参画社会の形成の促進 

男女雇用機会均等法の遵守に向けた周知・啓発、職場における労働条件や

環境の整備に向けた啓発等を行い、働く場での平等を促進するとともに、子

育て支援や在宅介護支援の充実等、すべての人間が社会参加しやすい環境の

整備に努めます。 

また、女性リーダーの育成や審議会等への女性の積極的な登用を図り、女

性の社会参画を促進します。 

 

（３） 人権教育・啓発推進体制の充実 

地域の実情に即して実践できる指導者の育成、ニーズに合ったプログラム

や教材の開発・整備、人権問題に関する意識調査の実施等を図り、人権教育・

啓発推進体制の充実を図ります。 

 

（４） 人権教育・啓発の推進 

町民一人ひとりが人権問題を単に知識として学ぶだけでなく、日常生活に

おいて態度や行動に現れるような人権感覚を持つことができるよう、学校・

家庭・地域・職場、その他あらゆる場を通じて人権教育・啓発を効果的かつ

継続的に推進します。 

 

（５） 人権問題に関する相談体制の充実 

人権擁護委員、民生委員・児童委員等と連携し、当事者の立場に立ったき

め細かな相談活動ができる体制を整え、問題の早期解決に向けた自立支援や

人権擁護等の取り組みの充実を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

審議会等委員への女性登用率 11.8％   

人権啓発事業実施回数 ４回   
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４ 時代に即した自治体経営の推進 

 

【現状と課題】 

本格的な地方分権の時代を迎え、これからの地方自治体には、町民と協働しな

がら自らの進むべき方向を自らが決定し、具体的な施策を実行していくことので

きる経営能力が強く求められています。 

また、質の高い行政サービスを実現するためには、多様化・高度化する町民ニ

ーズや時代要請に対応し、限られた経営資源を効率的・効果的に投入し、自主性

と自立性の高い自治体経営を進めていくことが求められます。 

本町ではこれまで、行政組織の再編をはじめ、歳出の削減、定員の削減、事務

事業の再構築、情報化の推進等、効率的・計画的な行財政運営に努めてきました。

今後、自主性・自立性をさらに高め、将来にわたって持続可能な自治体経営を進

めていくためには、行財政全般について常に点検・評価し、さらなる改革を進め

ていく必要があります。 

しかし、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、行政ニーズはさらに多種・多様

化していくことが予想されるとともに、長期にわたる景気の低迷や地方分権の推

進等により、これまで以上に厳しい財政運営を迫られることが見込まれます。 

このため、今後は、これまでの成果を踏まえながら、事務事業や組織機構の見

直し、定員管理の適正化、職員の資質の向上等、行財政改革を計画的に推進して

いく必要があります。 

 

【基本方針】 

地方分権の時代に相応しい、将来にわたって自立可能な自治体経営の確立に向

け、町民の理解と協力を得ながら、行財政改革を推進します。 

 

【施策の体系】 

時代に即した自治体経

営の推進 

 （１） 財政基盤の強化 

（２） 財政運営の健全化 

（３） 広域行政の推進 

（４） 行財政改革の推進 

 

【主要施策】 

（１） 財政基盤の強化 

限られた財源を効率的・効果的に活用するため、経費全般についての徹底
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的な見直しを行い、その節減・合理化を図ります。 

また、受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の見直しを行い、町税に

おいては、適正な賦課・徴収に努め、町有地についても有効活用を図り、自

主財源の確保を進めます。併せて、国・県支出金等特定財源についても、制

度の動向等を的確に把握し、補助制度等の有効活用に努めます。 

 

（２） 財政運営の健全化 

財政状況の分析・公表を積極的に行うとともに、事業効果や費用効果、重

要性・緊急性等を総合的に勘案し、事業の重点化・選別化等を図りながら、

財政計画に基づいた健全な財政運営に努めます。 

 

（３） 広域行政の推進 

町民の生活圏の拡大や効率的な行政運営のため、山形連携中枢都市圏によ

る取り組みをはじめ、周辺自治体との連携を図るとともに、尾花沢市大石田

町環境衛生事業組合等、既存の一部事務組合の広域的事業の推進に努めます。 

新たに広域で取り組むべき行政課題については、県及び関係自治体と連携

を図りながら広域行政の推進を検討します。 

 

（４） 行財政改革の推進 

自主性・自立性をさらに強化するため、実情に即した行財政改革を総合的・

計画的に推進するとともに、事務事業の見直しや補助金等の見直し、行政事

務の民間委託や指定管理者制度の活用を推進します。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大のリスク、自然災害の頻発化・激甚

化など社会経済環境の変化や住民ニーズの多様化に的確に対応していくた

め、行政のデジタル化の推進など時代に即した行政サービスの提供に努めま

す。 

さらに、町職員の定員管理の適正化や給与の適正化を図るとともに、事務

執行能力や専門知識等の向上と公務員意識の育成に努め、職員の資質の向上

を図ります。 

 

【目標指標】 

指標の名称 
現況 

(令和元年度) 

目標 

(令和 7 年度) 

目標 

(令和 12 年度) 

経常収支比率 90.2％   

実質公債費比率 10.1％   

町税収納率 96.2％   

 


